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Ⅰ 策定の趣旨 

 

１ 策定の背景 

都道府県は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、医療費の適正化を推

進するための計画（以下「都道府県医療費適正化計画」という。）の策定を義務付けられ

ています。この計画は、６年（第１期（平成 20 年から平成 24 年まで）及び第２期（平

成 25 年度から平成 29 年度まで）は５年）を一期として定めることとされており、平成

30年に策定した第３期計画は令和５年度を終期としています。 

今般、厚生労働省は、令和６年度からの第４期都道府県医療費適正化計画の策定に当

たり、「医療費適正化に関する施策についての基本的な方針」（以下「医療費適正化基本

方針」という。）を示しました。 

 

京都府では、健康増進計画と医療計画などを一体的に策定した京都府保健医療計画な

ど、健康・医療・福祉に関する各種法定計画の推進を図りつつ、「府民の健康の保持の推

進」及び「安全で良質かつ効率的な医療の提供」に取り組んできたところです。また、こ

れらの法定計画は、今後も地域における保健医療資源を充実させ、安全で良質な医療が

提供できるよう課題を整理し、新たな目標を盛り込むなどの見直しを行った上で、令和

６年度から新たにスタートさせることとしています。 

 

このような保健や医療を取り巻く諸情勢等を踏まえ、京都府においては、今回も国の

医療費適正化基本方針に基づき第４期（令和６年度から令和 11年度まで）の計画となる

京都府中期的な医療費の推移に関する見通し（以下「見通し」という。）を策定し、各種

目標及び施策並びに医療費の見通しを示すこととします。 

また、本見通しについては、諸情勢の変化や効果に関する評価を踏まえ、必要がある

ときは見直しを行うこととします。 

なお、医療費に関しては、国が進歩する医学等の医療への反映や医療を支える公的医

療保険の制度を設計しているため、都道府県独自に将来推計するのではなく、第３期ま

での見通しと同様、国が示す手法により第４期の医療費の見通しを推計することとしま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

  



2 
 

２ 策定に当たっての京都府の考え方 

少子高齢化の進展、生活習慣病の増加等疾病構造の変化、医師の地域偏在など従来の

課題に加え、令和２年１月に国内で最初の感染が確認された新型コロナウイルス感染症

は全国に感染が拡大し、京都府の医療提供体制にも大きな影響を与えたところです。こ

うした保健や医療を取り巻く環境の変化に適切に対応できる危機にも強い健康・医療・

福祉システムを構築し、人口減少社会においても質が高く、持続可能な医療・介護・福

祉サービスを府内のどの地域でも受けることができる地域包括ケアシステムの確立がま

すます重要となってきます。                    

本見通しにおいては、こうした考え方に立ち、京都府保健医療計画など健康寿命や平

均自立期間の延伸等を目指した取組及び中期的な医療費の推移に関する見通しを示すこ

ととします。 

 

 

 

３ 他の計画との関係 

本見通しは、京都府保健医療計画、京都府高齢者健康福祉計画、京都府国民健康保険

運営方針と密接に関連しており、整合を図って策定します。 

 

 （１）京都府保健医療計画との整合 

医療提供体制の確保を図るために定める医療計画及び住民の健康増進の推進に関す

る施策について定める健康増進計画等を一体的に定めた「京都府保健医療計画」と整

合を図ります。 

 

 （２）京都府高齢者健康福祉計画との整合 

介護サービスの提供見込み量や介護保険施設等の整備等に関する取組、医療・介護

連携の取組等について定める介護保険事業支援計画等として定めた「京都府高齢者健

康福祉計画」と整合を図ります。  

 

 （３）京都府国民健康保険運営方針との整合 

国民健康保険の安定的な財政運営、国民健康保険事業の広域化及び効率化推進のた

めに定めた「京都府国民健康保険運営方針」と整合を図ります。 
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＜他の計画等との関係＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

京都府保健医療計画（令和６年３月改定）

・医療計画（医療法）

・健康増進計画（健康増進法）

・肝炎対策を推進するための計画
（肝炎対策の推進に関する基本
的な指針）

・アレルギー疾患対策の推進に
関する計画
（アレルギー疾患対策基本法）

・成育医療等基本方針を踏まえた
計画（成育医療等基本方針）

・薬剤師確保計画
（医療計画作成指針）

・京都府感染症予防計画
（感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律）

・京都府歯と口の健康づくり基本計画
（京都府歯と口の健康づくり条例）

・京都府がん対策推進計画
（がん対策基本法）

・京都府循環器病対策推進計画
（循環器病対策基本法）

・京都府認知症総合対策推進計画

京都府国民健康保険運営方針

京都府高齢者健康福祉計画

（京都府地域包括ケア構想） 京都府中期的な医療費の推移に関する
見通し

Ⅰ 策定の趣旨

Ⅱ 医療費を取り巻く現状と課題
１ 人口推計等
２ 医療費の推移及び動向
３ 病床機能の分化及び連携の推進等

の状況
４ 生活習慣病及びメタボリックシン

ドロームの状況
５ 高齢者の保健事業と介護予防を

一体的に実施する
取組の状況

６ 医薬品の状況
７ 医療資源の効果的・効率的な活用

の状況
８ 医療・介護連携を要する高齢者

の状況

Ⅲ 目標及び目標達成に向けた施策等
１ 府民の健康の保持の推進
２ 安全で良質かつ効率的な医療の

提供の推進
３ 第10次京都府高齢者健康福祉計画

の推進
４ 府民・関係機関との連携・協力
５ 保険者協議会等

Ⅳ 医療費見通し

Ⅴ 公表等について

施策等の整合
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Ⅱ 医療費を取り巻く現状と課題 

 

１ 人口推計等   

本府の人口は現在減少傾向にありますが、高齢者（65歳以上）の人口は、令和 2年（2020

年）に約 76万人であるのに対し、日本の高齢者人口がピークに達すると言われている令

和 22年（2040年）には約 82万人になると推計されています。 

また、本府の総人口に占める高齢者（65歳以上）人口の割合は、令和２年が 29.3％で

あるのに対し、令和 22 年には 35.9％になると推計されており、高齢者 1 人に対する生

産年齢人口（15～64 歳人口）の比率についても令和２年の 2.0 人に対し、令和 22 年は

1.5人となります。とりわけ後期高齢者（75歳以上）が全世代に占める割合については、

令和２年は約 15.4％であったところ令和 22 年には約 20.2％と府民５人に１人が後期高

齢者になると見込まれます。また、こうした高齢化の進展により、医療費は増大すると

見込まれます。 

 

 

【図表２－１ 京都府の将来推計人口】 

 R2 R7 R12 R17 R22 R27 

総人口 2,578 千人 2,518 千人 2,445 千人 2,361 千人 2,267 千人 2,170 千人 

65 歳以上 756千人 759千人 765千人 780千人 815千人 816千人 

 
65 歳以上

の割合 
29.3％ 30.1％ 31.3％ 33.0％ 35.9％ 37.6％ 

75 歳以上 397千人 470千人 482千人 465千人 459千人 471千人 

 
75 歳以上

の割合 
15.4% 18.7% 19.7% 19.7% 20.2% 21.7% 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」 
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２ 医療費の推移及び動向 

（１）国民医療費 

全国の医療費を示す国民医療費は、令和３年度で約 45.0兆円であり、前年度と比べ

て約 2.1兆円（4.8%）増加しています。 

令和２年度は新型コロナウイルス感染症の影響により減少しているものの、全体と

しては増加傾向にあり、過去５年間（平成 28年から令和３年まで）の年平均増加額は

5,796億円（平均伸び率約 1.4%）となっています。 

また、本府の令和３年度国民医療費は 9,627億円であり、過去５年間で 688億円（平

均伸び率 1.5%）増加しています。さらに、人口一人当たり医療費では 37万 6,000円と

なっており、全国平均（35万 9,000円）より高くなっています。 

 

【図表２－２ 国民医療費の推移（全国）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年度の厚生労働省「国民医療費」 

 

 

【図表２－３ 国民医療費の推移（京都府）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年度の厚生労働省「国民医療費」 
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【図表２－４ 人口一人当たり国民医療費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度国民医療費」 
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（２）市町村国民健康保険医療費 

市町村国民健康保険医療費を見ると、令和３年度は約 10.3兆円（全国）となってお

り、一人当たり市町村国民健康保険医療費では全国平均で約 39万 5,000円となってい

ます。 

本府の一人当たり市町村国民健康保険医療費は約 40 万 5,000 円（入院医療費約 14

万 8,000円、入院外医療費約 14万 5,000円）であり、全国平均と比べ高くなっていま

す。 

 

【図表２－５ 一人当たり市町村国民健康保険医療費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度国民健康保険事業年報」 

 

【図表２－６ 一人当たり市町村国民健康保険入院医療費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度国民健康保険事業年報」 
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【図表２－７ 一人当たり市町村国民健康保険入院外医療費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度国民健康保険事業年報」 
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（３）後期高齢者医療費 

後期高齢者医療費を見ると、令和３年度は約 17.1兆円（全国）となっており、一人

当たり後期高齢者医療費では全国平均で約 94万 1,000円となっています。 

一人当たり後期高齢者医療費は、都道府県間の格差が大きく、全国平均約 94万 1,000

円に対し、最高は福岡県の約 117万 3,000円、最低は新潟県の約 75 万 4,000円となっ

ています。 

本府の一人当たり後期高齢者医療費は約 102万 7,000円（入院医療費約 50万 7,000

円、入院外医療費約 29万 1,000円）であり、全国平均と比べ高くなっています。 

 
 
 

【図表２－８ 一人当たり後期高齢者医療費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度後期高齢者医療事業年報」 
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【図表２－９ 一人当たり後期高齢者入院医療費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

出典：厚生労働省「令和３年度後期高齢者医療事業年報」 

 

 

 

【図表２－１０ 一人当たり後期高齢者入院外医療費】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度後期高齢者医療事業年報」 
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３ 病床機能の分化及び連携の推進等の状況 

（１）基準病床数の設定 

医療法第 30 条の４第２項第 14 号により、病院及び診療所の病床の適正配置を目的

として、入院患者の状況などを踏まえて基準病床数が設定されています。 

 

【図表２－１１ 基準病床数】 

                       単位：床 

注：医療圏ごとの一般病床数、療養病床数については、地域包括ケア構想に基づき、地域の実情

に応じた質が高く効率的な医療提供体制を目指す観点から、今後の人口減少社会の状況や、

交通網の発達による時間距離の縮小とそれに伴う患者の流れ等の変化、病床機能別の整備状

況、医療分野での ICT・AIの活用、医療従事者の働き方改革の動き等を踏まえ将来の医療提

供体制を検討し、計画期間に関わらず必要に応じて柔軟に対応。数値は保健医療計画（令和

６年３月）の値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  基準病床数 

（A) 

既存病床数 

（B)(R5.12 現在) 
差引(B-A） 

一般病床・ 

療養病床 

丹 後 1,186 1,196 10 

中 丹 2,122 2,125 3 

南 丹 1,184 1,190 6 

京都・乙訓 16,716 17,240 524 

山城北 3,991 3,996 5 

山城南 726 710 ▲16 

府合計 25,925 26,457 532 

精神病床 府全域 4,212 5,451 1,239 

結核病床 府全域 89 150 61 

感染症病床 府全域 38 44 6 
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（２）京都府地域包括ケア構想の病床数 

本府における令和７年の医療需要に対する病床数の推計は次のとおりです。 

 

【図表２－１２ 地域包括ケア構想の病床数】 

                単位：床 

圏域 病床数 
 

高度急性期 急性期 回復期 慢性期 

丹 後 1,197 

12,000～13,000 8,000～9,000 8,000～9,000 

中 丹 2,205 

南 丹 1,430 

京都・乙訓 20,206 

山城北 4,184 

山城南 735 

京都府計 29,957 

   注：地域包括ケア構想の病床数は、保健医療計画の既存病床数に、重症心身障害児の入院施設等

の病床数（障害者総合支援法、児童福祉法に基づく病床数）を含む  
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４ 生活習慣病及びメタボリックシンドロームの状況 

（１）生活習慣病と健康の状況 

令和３年人口動態統計における全国の死因別死亡割合を見ると、生活習慣病に分類

される疾患が 50.4％を占めています。本府においても、生活習慣病に分類される疾患

が 52.2％を占めており、全国より若干高くなっています。 

     

【図表２－１３ 死因別死亡割合（全国）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：数値は厚生労働省「令和３年度人口動態統計」の集計による。 

 

【図表２－１４ 死因別死亡割合（京都府）】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：数値は厚生労働省「令和３年度人口動態統計」の集計による。 
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本府の平均寿命は、男性で82.24年、女性で88.25年であり、令和２年時点で男女と

もに全国平均（男性：81.49年、女性：87.60年）を上回っています。 

また、健康寿命は、男性で72.71年、女性で73.68年であり、男性は全国平均（72.68

年）を上回っており、女性は全国平均（75.38年）を下回っています。 

なお、平均自立期間（日常生活動作が自立している期間の平均）は、本府では男性で

80.3年、女性で84.2年と、男性が全国平均（80.0年）を上回り、女性が全国平均（84.3

年）を下回りますが、全国平均とほぼ同じです。 

 

 

【図表２－１５ 平均寿命の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和２年都道府県別生命表の概況」 
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【図表２－１６ 健康寿命の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「第16回健康日本２１（第二次）推進専門委員会資料」 

 

 

＜健康寿命について＞ 

国の定める健康寿命の定義は、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」と

され、「日常生活に制限のない期間の平均」は、国民生活基礎調査（「あなたは現在、健康上の問題で

日常生活に何か影響がありますか」という項目）と生命表を基礎情報とし、サリバン法（広く用いら

れている健康寿命の計算法）を用いて算出されています。 

 

 

 

【図表２－１７ 平均自立期間の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

注１：数値は（公社）国民健康保険中央会「ＫＤＢシステム」による。 
注２：40歳以上の要介護２以上認定者を不健康とみなし、日常生活動作が自立している期間の平

均を算出した数値 

  

R3差し替え 
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【図表２－１８ 平均自立期間（男性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：数値は（公社）国民健康保険中央会「ＫＤＢシステム」による令和３年度の値。 

注２：40 歳以上の要介護２以上認定者を不健康とみなし、日常生活動作が自立している期間の 

平均を算出した数値 

 

 

 

【図表２－１９ 平均自立期間（女性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：数値は（公社）国民健康保険中央会「ＫＤＢシステム」による令和３年度の値。 

注２：40 歳以上の要介護２以上認定者を不健康とみなし、日常生活動作が自立している期間の 

平均を算出した数値 
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（２）特定健康診査の実施状況 

令和３年度の全国の特定健康診査の受診率は 56.2%となっています。保険者種別で見

ると、事業主健診が義務付けられている被用者保険の健康保険組合では 80.5％、共済組

合では 80.8％であるのに対し、市町村国保では 36.4％にとどまっています。 

本府における令和３年度受診率は 53.7％と全国平均を下回っている状況です。保険者

種別で見ると、市町村国保では 31.0％、国保組合では 48.1％、協会けんぽでは 58.6％と

なっています。特定健康診査の受診率は市町村国民健康保険や国保組合、協会けんぽで

低く、令和５年度の目標値（70％）と乖離がある状況となっています。さらに、健康保険

組合等の被用者保険でも被扶養者の未受診者が多いことが課題となっています。 

 

 

 

【図表２－２０ 特定健康診査の受診率】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 
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【図表２－２１ 特定健康診査の受診率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「都道府県別特定健診受診率」 

 

 

 

【図表２－２２ 保険者種別特定健康診査の受診率】 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「2021 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について」 

京都府国民健康保険団体連合会「令和３年度特定健診・特定保健指導法定報告結果」 

全国健康保険協会「事業年報（令和３年度）」 

注：船員保険、健保組合、共済組合については京都府データが公表されていないため、全国数値 

のみを掲載している。   
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 （３）特定保健指導の実施状況 

    令和３年度の全国の特定保健指導の実施率は 24.7%となっています。保険者種別で

見ると、共済組合が 31.4％と最も高く、次いで健康保険組合で 31.1％、市町村国保で

27.9％となっています。 

本府における令和３年度実施率は 26.0％であり、全国平均を上回っている状況です。

保険者種別実施状況で見ると、市町村国保で 23.6％、国保組合で 8.5％、協会けんぽ

では 17.6%となっています。新型コロナウイルス感染症等の影響で伸び悩む時期があ

ったものの実施率は着実に伸びていますが、令和５年度の目標値（45％）と乖離があ

る状況です。 

 

 
 

【図表２－２３ 特定保健指導の実施率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 
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【図表２－２４ 特定保健指導の実施率の推移】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「都道府県別特定保健指導実施率」 

 

 

【図表２－２５ 保険者種別特定保健指導の実施率】 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「2021 年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について」 

京都府国民健康保険団体連合会「令和３年度特定健診・特定保健指導法定報告結果」 

全国健康保険協会「事業年報（令和３年度）」 

注：船員保険、健保組合、共済組合については京都府データが公表されていないため、全国数値

のみを掲載している。 
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（４）メタボリックシンドロームの状況 

    令和３年度の特定健康診査受診者のうち、メタボリックシンドロームの該当者及び

その予備群の方（以下「メタボリックシンドローム該当者等」という。）が占める割合

は27.0％であり、全国平均（29.1％）と比べて低いものの、令和５年度の目標値（24％）

と比較すると乖離があります。 

40歳から74歳までの性別で見ると、全国平均では男性が42.6%、女性が13.0%である

のに対し、本府では男性で40.5％、女性で11.2％といずれも低い状況です。 

        また、厚生労働省提供データでは、本府のメタボリックシンドローム該当者等の数

を人口・年齢調整して平成20年度の対象者数と比較すると5.3%減少しており、引き続

き取組を推進することが重要です。 

 

 

 

【図表２－２６ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合（４０～７４歳）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 
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【図表２－２７ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合（京都府・男性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 

 

 

 

【図表２－２８ メタボリックシンドロームの該当者及び予備群の割合（京都府・女性）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「令和３年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況」 
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（５）歯科健診の受診状況 

健康増進法に基づき、40歳、50歳、60歳及び70歳を対象とした歯周疾患健診（歯周病

健診）が市町村等により行われています。本府における平成30年度の歯周疾患健診の

受診率は1.3%となっており、全国平均（5.0%）を下回っています。歯科・口腔疾患は生

活習慣病にも関連しているため、歯科健診の重要性を啓発するとともに歯科健診を受

ける機会が少ない者に対し定期的に歯科健診を受ける機会を提供する必要がありま

す。 

 

 

 

【図表２－２９ 歯周疾患健診受診者の割合（平成 30年度）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   出典：厚生労働省「令和２年度歯科口腔保健医療情報収集・分析等推進事業」 

注 ：平成30年度地域保健・健康増進事業報告（40歳、50歳、60歳及び70歳の歯周疾患健診受

診者数）と該当年齢人口（推計）から算出された受診率 
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（６）喫煙の状況 

令和４年度京都府民健康・栄養調査では、本府の喫煙率は13.2％となっており、第

３期見通しの目標値（12％（令和４年度））には届いていない状況です。 

また、全国の喫煙率の状況は、国民生活基礎調査（厚生労働省）による都道府県別喫

煙率が公表されています。本府の喫煙率は年々減少しており、令和元年には15.8%と全

国平均（18.3％）より低い状況となっています。喫煙はがん、循環器疾患等の生活習慣

病の発症に関係しており、予防可能な最大の危険因子の一つともされていることから、

引き続き禁煙の普及啓発の取組みが必要です。 

 

【図表２－３０ 喫煙率の推移（京都府）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計（男女計）」（元データは、国

民生活基礎調査（2007年、2010年、2013年、2016年、2019年）） 

 

【図表２－３１ 令和元年の喫煙率】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国立がん研究センターがん情報サービス「がん登録・統計（令和元年男女計）」（元デー

タは、国民生活基礎調査（2019年）） 
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（７）生活習慣病（糖尿病）重症化予防の状況 

糖尿病は代表的な生活習慣病の一つですが、放置すると網膜症や腎症、神経障害など

の合併症を引き起こし、さらに糖尿病性腎症が重症化すると人工透析導入につながり生

活の質を著しく低下させます。 

本府における令和３年の糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数は269人で、平成

30年までは増加傾向にあったものの、令和元年以降は減少しています。 

 

 

 

【図表２－３２ 糖尿病性腎症による年間新規透析導入患者数（京都府）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：日本透析医学会「わが国の慢性透析療法の現状」  
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（８）生活習慣改善の課題 

   これらの現状を踏まえ、京都府保健医療計画において、本府における生活習慣改善

の課題を以下のとおりとしています。 
 

○ 平均寿命は全国トップクラスにありますが、健康寿命は男性が全国中位、女性は全

国最下位となっています。 

○ 男女ともに心不全、肺がん、肝がんの標準化死亡比が高く、また、男性の胃がん・

大腸がん、脂質異常症、女性の虚血性心疾患・胃がん・脂質異常症の受療者が多い

こと、健康寿命の延伸を阻害する要因として筋骨格系の問題やこころの病気のため

に通院している方の割合が全国より高いことから、食塩の過剰摂取や運動不足、禁

煙など生活習慣の改善、メンタルヘルスへの取組が必要です。 

○ 要支援２、要介護２・３の認定率が高く、在宅サービスの利用者が多いことから、

介護予防や自立支援、重度化防止の取組が必要です。 

○ 人工透析導入原疾患は糖尿病性腎症の割合が高く、糖尿病の発症や重症化予防が重

要です。 

○ 特定健診の検査結果は、全国と比べると概ね良好ですが、男性の肥満・血圧リスク、

女性の血糖リスクは50%を超えています。生活習慣では、男女とも毎日間食をする割

合が高く、男性の就寝前食事、女性の毎日飲酒の割合も高くなっています。また、

食塩摂取量は全国より高く目標量から約３ｇ多いことや野菜摂取量は全国より低

く目標量から大きく乖離しており、子どもの頃から望ましい食習慣の定着を強化す

るとともに、食・栄養に関する知識の普及啓発、食環境整備が必要です。 

○ 男女とも運動習慣を持つ者の割合は低く、特に北部に顕著な傾向です。 

○ 喫煙率は全国と比べて低いですが、男女ともに目標値を上回っており、たばこの健

康に与える影響に関する普及啓発や禁煙を希望する方に対する支援の推進が必要

です。 

○ 特定健診、がん検診ともに受診率が低く、関係機関と連携し、未受診者への受診の

働きかけを行い、受診率向上を図る必要があります。 

◯ 平成30年度に設置した「健康長寿・データヘルス推進プロジェクト」において、

市町村や関係団体、保健所が連携してエビデンスに基づく健康寿命延伸対策を進め

ており、今後も地域で取り組むべき課題や対応策について協議を重ねていきます。

また、新たにロジックモデルによる評価を取り入れ、ICTを活用する等、身近に運動

を取り入れやすく自然に健康になれる環境づくりや多様な主体による健康づくり

施策の強化が重要です。 

○ 新型コロナウイルス感染症によって地域のつながりが希薄になり、活動量が低下す

る等、社会環境に変化をきたしたことから社会とのつながりやこころの健康の維持

及び向上が望まれます。感染症罹患時の重症化予防や自然災害発生時の二次健康被

害の発生予防のためにも食事や運動等、生活習慣を整え、感染症に負けない身体づ

くりが重要です。 

○ 少子化・高齢化がさらに進み、生産年齢人口が減少し独居世帯の増加が予測される

中で、多様な働き方の広まりやあらゆる分野でデジタルトランスフォーメーション

（DX）が加速するなど多様化する社会において健康づくりを推進する社会環境の整

備が重要です。 
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５ 高齢者の保健事業と介護予防を一体的に実施する取組の状況 

   高齢者は複数の慢性疾患による様々な症状が混在し、さらにフレイル状態になること

も多いため、その特性を十分踏まえた上で、生活習慣病の重症化予防の取組と生活機能

低下防止の取組の双方を一体的に実施することで自立した生活の実現や健康寿命の延伸

につなげられると考えられます。 

具体的には、高齢者一人ひとりの医療・介護データ等から、地域の健康課題の分析を

進めるとともに、多様な課題を抱える高齢者や閉じこもりがちで健康状態が不明な高齢

者を把握し、アウトリーチ支援等を通じて必要なサービスにつなげていくことを目的と

し、市町村にデータ解析や事業推進のため保健師や、個別的支援や通いの場等への関与

を行うための管理栄養士、歯科衛生士等医療専門職の配置が進められています。 

通いの場については、住民自ら運営され、体操や趣味活動等が行われ介護予防に資す

る取組が行われているところですが、医療専門職が通いの場に介入することにより、フ

レイル予防の普及啓発や、栄養改善・口腔機能向上等の健康教育・健康相談を行う場と

して活用していくことが重要です。 

また、後期高齢者に対しては、フレイルなど高齢者の特性を踏まえ、健康状態を総合

的に把握するための質問票が導入されることとなり、健康診査の場だけでなく、通いの

場や医療機関受診時等において活用され、健康状態を総合的に把握することが求められ

ています。 

本府においても京都府後期高齢者医療広域連合によりこれらの保健事業と介護予防の

一体的実施の取組が令和２年度から進められており、令和５年時点で府内22市町村にお

いて実施されていますが、全ての市町村で実施できるよう支援が必要です。 
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６ 医薬品の状況 

（１）後発医薬品及びバイオ後続品の状況 

    本府における令和４年度の後発医薬品使用割合（調剤医療費）は 80.8％であり、全

国平均（83.2％）を下回っています。 

また、後発医薬品使用割合を令和３年度の入院外・調剤医療費分で見ると本府は

71.9％となり、こちらも全国平均（76.0％）を下回っています。 

後発医薬品使用割合は年々上昇していますが、全国と比較して第 42位（令和４年調

剤医療費）及び第 43位（令和３年入院外・調剤医療費）と低い状況です。 

 

【図表２－３３ 後発医薬品の使用割合（調剤）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：厚生労働省「調剤医療費（電算処理分の動向）令和４年度」 

 

【図表２－３４ 後発医薬品の使用割合（入院外・調剤）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

注：数値は、厚生労働省提供資料（令和３年度レセプトデータ） 
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   バイオ後続品はバイオシミラーとも呼ばれ、先発品とほぼ同じ有効性及び安全性を有

し、先発品と比較して安価であることから普及が進められています。厚生労働提供データ

によると、本府のバイオ後続品の使用割合は入院外・調剤で 30.0％となっており、全国

平均（31.7％）を下回っています。令和５年４月時点でバイオ後続品は 16品目が承認さ

れていますが、数量シェアは品目ごとに差が大きい状況です。 

 

 

 

【図表２－３５ バイオ後続品の使用割合（入院外・調剤）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

注：数値は、厚生労働省提供資料（令和３年度レセプトデータ） 
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（２）服薬情報の一元的・継続的管理の状況 

    厚生労働省提供データによると、本府において令和元年度に２医療機関以上から同

一成分の医薬品の処方を受けた重複投与患者の割合は 2.70％（約 2.8万人）で、全国

平均（2.74％）を少し下回っています。 

また、同じく厚生労働省提供データによると、本府において令和元年度に外来で 15

剤以上の薬剤が投与された高齢者（65 歳以上）は 3.5％（約 1.9 万人）で、全国平均

（3.3％）を少し上回っています。一方で、６剤以上の薬剤が投与された高齢者（65歳

以上）は 41.9％（約 22.5万人）であり、全国平均（42.0％）を少し下回っています。 

なお、高齢者が複数医療機関を受診すること等により生じる重複投与や多剤投与に

ついては、かかりつけ薬剤師・薬局による服薬情報の一元的・継続的管理の取組を通

じ、問題のある服薬状況が発見された場合には適切な処方となるよう改善していく必

要があります。 

 

 

 

【図表２－３６ 重複投与患者の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：数値は厚生労働省提供資料「都道府県データブック（令和元年度レセプトデータ）」の集

計による。 

注２：２以上の医療機関から同一成分の医薬品を処方されている者の数を患者数で除して算出し

ている。 
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【図表２－３７ 15剤以上処方された高齢者（65歳以上）の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：数値は厚生労働省提供資料（令和元年度レセプトデータ）の集計による。 

注２：入院外・調剤合わせて 15 剤以上処方された 65歳以上の者の数を 65歳以上の患者数で除 

して算出している。 

 

 

 

【図表２－３８ ６剤以上処方された高齢者（65歳以上）の割合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：数値は厚生労働省提供資料（令和元年度レセプトデータ）の集計による。 

注２：入院外・調剤合わせて６剤以上処方された 65歳以上の者の数を 65歳以上の患者数で除 

して算出している。 
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７ 医療資源の効果的・効率的な活用の状況 

（１）抗菌薬の使用状況 

    国の医療費適正化基本方針では「効果が乏しいエビデンスがあることが指摘されて

いる医療」として、急性気道感染症及び急性下痢症に対する抗菌薬処方が示されてい

ますが、今後も患者それぞれの病態等を考慮して医師が適切に診断した上で、抗菌薬

の処方を含む必要な治療が行われることが重要です。 

不適切な抗菌薬の使用は、薬剤耐性菌による感染症のまん延を引き起こす恐れもあ

るため、適正使用に向けた取組みが重要です。 

なお、厚生労働省提供データによると、本府の抗菌薬使用量は 10.36ＤＩＤ（※）と

なっており、全国平均（10.49 ＤＩＤ）を下回っています。 

 

 ※ ＤＩＤ：人口 1,000人当たり 1日使用量 

 

 

 

【図表２－３９ 抗菌薬使用量】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：厚生労働省提供資料（令和２年度薬剤耐性（AMR）ワンヘルスプラットフォーム）の集計 

による。 
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（２）白内障手術及び化学療法の外来実施状況 

    国の医療費適正化基本方針では、「医療資源の投入量に地域差がある医療」として白

内障手術及び化学療法が示され、外来実施率の地域差の縮小が求められているところ

です。 

患者の病態や生活背景、地域事情等はそれぞれ異なっており、画一的な取扱いは適

当ではありませんが、今後も患者に応じた適切な治療が提供されることが重要と考え

られます。 

なお、厚生労働省提供データによると、府内の外来白内障手術及び外来化学療法の

実施状況については以下のとおりです。 

 

   ア 白内障手術の外来実施状況 

     令和元年の白内障手術の実施件数は全国で約 122 万件、そのうち外来実施件数は

約 64万件（52.8％）となっています。本府では、令和元年度の白内障手術の実施件

数は約 2.7万件で、そのうち外来実施件数は 1.3万件（46.0％）となっています。 

 

   イ 化学療法の外来実施状況 

令和元年の化学療法の実施件数は全国で約 286 万件となり、そのうち外来実施件

数は約 195 万件となっています。本府の令和元年度の化学療法の実施件数は約 6.5

万件で、そのうち外来実施件数は約 4.5 万件となっています。また、外来化学療法

の実施率を性年齢・人口調整して比較すると、本府では全国平均の 1.12倍となって

います。 
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８ 医療・介護連携を要する高齢者の状況 

本府における令和３年の要介護（要支援）認定者数は、約16.4万人で、前年と比較して

約1.4％増加しています。要介護度別構成割合については、軽度者（要支援１～要介護２）

の占める割合が全体の66.9％となっており、全国平均（65.5％）と比較して高くなって

います。また、要介護状態等につながる恐れのある大腿骨骨折についても、手術件数（人

工骨頭挿入術）が年々増加しています。 

高齢で介護が必要になったり、病気や障害があっても、住み慣れた地域で自分らしい

生活を続けられるよう、医療、介護(介護予防を含む。)、住まい及び日常生活支援が一

体的に提供される｢地域包括ケアシステム｣の構築が進められており、本府の訪問診療の

件数は増加しています。高齢期の疾病は、医療だけでなく介護を必要とする状態にもつ

ながりやすいため、医療・介護連携を通じた効果的・効率的なサービスが今後さらに必

要になります。 

 

 

 

 

 

【図表２－４０ 要介護(要支援)認定者数の状況（京都府）】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年度の厚生労働省「介護保険事業状況報告年報」 
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【図表２－４１ 人工骨頭挿入術の算定回数（京都府）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：数値は厚生労働省「NDBオープンデータ」の集計による。 

注２：K081人工骨頭挿入術の各部位の算定件数（入院レセプト）を合計して算出 

している。 

 

 

 

【図表２－４２ 訪問診療の実施件数（京都府）】 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：数値は厚生労働省「医療施設調査（特別集計）」の訪問診療実施件数 

（京都府分）を集計した値 

注２：数値は各年 9月の訪問診療実施件数 
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Ⅲ 目標及び目標達成に向けた施策等 

これらの現状や課題等を踏まえ、「府民の健康の保持」及び「安全で良質かつ効率的な医

療の提供」のため、下記の目指すべき目標及び推進すべき施策等を掲げ、取り組むことと

します。 

 

１ 府民の健康の保持 

生活習慣病は、生活の質を著しく低下させるだけでなく、社会全体の経済損失につな

がります。生活習慣病の発症は若い時からの生活習慣が主な要因となっていることから、

府民一人ひとりが自らの健康は自らで守ることを意識し、ライフステージに応じた主体

的な予防・健康づくりの取組を行うとともに、特定健康診査や特定保健指導等を通じた

生活習慣病の早期発見・早期受診を行うことが重要です。 

また、喫煙については、がんや循環器疾患等の生活習慣病の危険因子であるほか、受

動喫煙も様々な疾病の原因とされています。歯周病をはじめとする歯科・口腔疾患につ

いても、生活習慣病との関連性が指摘されており、その予防や治療が全身の健康を維持

するためには重要となります。 

さらに、高齢者では生活習慣病等の重症化予防に加えて、心身機能の低下等フレイル

への対応も必要となることから、保健事業と介護予防を一体的に実施して対応するなど、

効果的な取り組みにより健康の保持・増進を図る必要があります。 

このため、京都府保健医療計画及び高齢者健康福祉計画等に掲げられる次の目標及び

施策を推進していくことが必要です。 

 

 

 

（１）目指すべき目標 

項目  現状値  目標値 出典 

特定健康診査の実施率 R3 53.7％ R11 70.0％ 

特定健診・特定保健

指導の実施状況 

（厚生労働省） 

特定保健指導の実施率 R3 26.0％ R11 45.0％ 

メタボリックシンドローム

の該当者及び予備群の割合 
R3 27.0％ R11 

24.0％ 

以下 

喫煙率 R4 13.2％ R11 
12.3％ 

以下 

京都府民健康・栄養

調査 

糖尿病性腎症による 

年間新規透析導入患者数 
R3 269人 R11 

260人 

以下 
日本透析医学会 

通いの場の参加率 R3 2.5% R8 5.5％ 厚生労働省調べ 
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（２）推進すべき施策（対策の方向） 

ア 健康づくりの推進 

（ア）生活習慣の改善 

   「京都府保健医療計画（令和６年３月策定）」と整合を図り、次の取組を推進し

ます。 

ａ 「きょうと健康長寿・未病改善センター」で集積している京都府健診・医療・

介護総合データベース等のビックデータを活用し、「健康長寿・データヘルス推

進プロジェクト」において、エビデンスに基づく地域課題を明らかにし、地域や

社会経済状況の違いによる差を縮小し、健康づくり施策から安心できる医療提供

体制の構築まで、保健・医療・介護・福祉・教育等、関連部局と連携し、その他

関連計画との整合性を図りながら、市町村や学校*、大学、企業、医療保険者、保

健医療関係団体、ボランティア団体、NPO 法人など多様な主体を巻き込んだ健康

づくり施策を総合的に展開します。（*ここでいう学校は高校までの教育機関を指

しています） 

 

ｂ 生活習慣病の発症予防・重症化予防の推進 

栄養・食生活、身体活動・運動、休養・睡眠、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康に

関する生活習慣を改善し、これら望ましい習慣を定着することにより生活習慣病

の発症予防及び重症化予防を推進します。また、こころの健康やロコモティブシ

ンドローム等、生活機能の維持・向上の観点も踏まえた取組を推進します。 

 

＜栄養・食生活＞ 

・適正体重の維持や主食・主菜・副菜のそろった食事の増加、野菜摂取量の増加、

果物摂取量の改善、食塩摂取量の減少等に向けて、個人の行動につながるよう

ライフコースや地域、社会経済状況などの生活環境に応じた知識の普及を行う

とともに環境整備を推進します。 

・地域において健康や食生活に関する活動を進められる食生活改善推進員、地域

の団体などのボランティア組織の活動を支援し、各地域において個人の食生活

をサポートできる環境を整備します。 

＜身体活動・運動＞  

・身体活動・運動は、生活習慣病の予防のほか、生活機能の維持・向上の観点か

らも重要であり、歩数や運動習慣の増加に向けて、子どもの頃から運動に親し

む習慣・環境づくりを行うとともに、事業所等と協働した ICT の利活用等を通

して、ウォーキングやロコモティブシンドロームの予防の取組など運動習慣定

着にむけた環境整備や仕組みづくりを支援します。 

＜休養・睡眠＞  

・健康づくりのための余暇の過ごし方、睡眠の質に関する正しい情報を発信し、

普及啓発を推進します。 
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・個人にあった睡眠による心身の休養の確保について、子どもの頃から生活リズ

ムを整え、学校や大学、職域と連携・協働し環境を整備します。 

＜飲酒＞ 

・飲酒による身体への影響など、正確で有益な情報を発信します。 

・学校と協働した 20 歳未満の者への教育、大学等と協働した飲酒に関する教育

活動や、学校、大学、市町村･医療機関等と協働した妊婦等に対する教育活動を

実施します。 

 

＜喫煙＞ 

・たばこ対策について、学校や大学、メディア等と連携し、たばこの健康に対す

る影響について啓発を行うとともに、禁煙外来や禁煙指導の体制充実、受動喫

煙防止憲章の啓発を推進します。 

＜こころの健康＞ 

・職場のメンタルヘルス対策について、京都産業保健総合支援センター等による

労働者への相談･指導とともに、メンタルヘルス対策の導入･改善のための事業

所支援等を推進します。 

・学校に臨床心理士などスクールカウンセラーを配置し、児童生徒、保護者、教

職員への専門的な助言を行うほか、いじめ対策 24 時間電話相談やメール相談

等により相談機能を充実させます。 

・精神疾患や精神科医療の正しい理解を府民に広めるため、教育委員会と連携し

た学校における啓発や京都府ホームページでの啓発、パンフレット作成・配布、

講演会開催、講師派遣等を実施します。 

・高齢者のフレイル（フレイルは健康な状態と要介護状態の中間の段階を指し、

身体的・心理的・社会的フレイルがあり、身体的フレイルはオーラルフレイル

も含みます）予防のため、意欲・判断力や認知機能低下、うつ等を予防できる

環境づくりの支援を行います。 

・こころと身体は相互に関係しており、身体活動や栄養・食生活、睡眠、飲酒、

喫煙対策、社会参加の機会、地域や身近な人が変化に気づき声かけできる関係

づくり・環境づくりを推進します。 

 

＜健（検）診受診率向上と疾病の早期発見＞ 

・医療従事者や企業、職域保健関係者等と連携し、未受診者や優先順位の高い層

（受診率が低い年齢・社会属性等）に対して啓発・受診勧奨を実施します。Ｓ

ＮＳやデジタルサイネージ等ＩＣＴを効果的に活用した啓発を推進します。 

・教育委員会や関係団体、がん診療連携拠点病院等と連携して、学校におけるが

ん教育を推進します。 

・健（検）診が円滑かつ効果的に実施されるよう、京都府がん対策推進府民会議

受診率向上対策部会、地域・職域連携推進会議等において、情報共有・協議を
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実施します。 

・総合がん検診や特定健診とのセット検診、土日・休日検診、夜間検診の充実に

ついて関係機関の調整を図るなど、導入を支援・推進します。 

・医療保険者協議会と協働し、健診・保健指導を効果的に推進できる人材を育成

します。 

・健(検)診で精密検査が必要となった者に対して、医療保険者や事業所と協働し、

精密検査受診勧奨の必要性を啓発普及します。 

＜糖尿病＞ 

糖尿病重症化予防対策事業として、糖尿病重症化予防戦略会議や地域戦略会議

を設置し、「京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラム」に基づき、保険者の

未受診者・中断者・ハイリスク者対策の推進に向けた支援を行います。 

 

（ａ）糖尿病の発症予防 

  ・糖尿病の発症予防をはじめ、望ましい生活習慣に関する情報提供と保健指導 

   を充実させます。 

  ・市町村及び保険者が行う健康診査の受診を促進します。 

  ・健康診査での有所見者への早期受診に向けて受診勧奨や保健指導を実施します。 

（ｂ）糖尿病の治療・重症化予防 

   京都府糖尿病重症化予防戦略会議及び地域戦略会議を核とした地域の実情

に応じた連携体制の構築 

・質の高い専門的検査や指導を実施できる糖尿病の医療体制を構築します。 

 ・医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科衛生士、管理栄養士等の多 

職種と連携した支援体制を構築します。 

・糖尿病重症化予防に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科

衛生士、管理栄養士等を対象とした人材育成や資質向上のための研修等を支

援します。 

（ｃ）糖尿病の合併症の治療・重症化予防 

・京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムを推進します。 

・糖尿病性腎症など慢性合併症の専門的検査・治療を行う医療機関情報を「京

都健康医療よろずネット」を通じて、医療関係者や患者へ提供します。 

＜慢性閉塞性肺疾患（COPD）＞ 

・慢性閉塞性肺疾患の認知度向上や予防、早期発見・介入、重症化予防などの啓

発を行うとともに、ライフコースアプローチを踏まえた喫煙対策を実施します。  

 

＜フレイル・ロコモティブシンドローム・サルコペニア＞ 

・効果的な介護予防事業・フレイル対策の推進として、京都式介護予防総合プロ

グラムなど複合的な運動プログラムの推進を行うとともに、高齢者の保健事業

と介護予防の一体的な実施の推進、介護予防事業に従事する医療専門職（管理
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栄養士、歯科衛生士等）の養成、通いの場の充実に取り組む市町村への財政支

援等を実施します。 

 

ｃ 府民の健康を多様な主体や地域、世代間交流で支え守るための社会環境整備 

健康づくりへの関心と理解を深めるとともに、健康への関心の有無にかかわら

ず自らが無理なく健康な行動をとれるよう多様な主体と連携・協働し、ICT を効

果的に活用して府民の健康を社会全体で支える環境づくりを推進します。 

 

（ａ）「きょうと健康長寿推進府民会議」、「地域・職域連携推進会議」、「きょう

と健康長寿未病改善推進会議」等を推進母体として、関係部局や関係者が一

体となり健康づくり運動を推進するとともに、市町村の健康づくり事業を支

援します。 

（ｂ）市町村（健康・介護・国保部門）や保健医療関係団体等で構成する「健康

長寿・データヘルス協議会」において、地域の健康課題や個人の健康寿命の

延伸を阻害する要因を明らかにし、健康づくりから安心できる医療提供体制

の構築まで、市町村等と連携した健康長寿延伸対策を推進します。 

（ｃ）野菜たっぷりメニュー、塩分控えめメニュー、エネルギー表示や食物アレ

ルギー表示のある「きょうと健康おもてなし食の健康づくり応援店」、野菜た

っぷり等健康的で京都らしさのある「健康ばんざい京のおばんざい弁当」等、

外食や中食での健康に配慮した商品・メニュー・情報の提供を行う施設の認

定や支援、府民に周知を実施します。 

（ｄ）社員食堂や大学等で利用者の健康に配慮した食事提供や健康・栄養情報の

提供がされるよう支援します。 

（ｅ）調理や買い物が困難な方や健康状態に合わせた食事を作ることが難しい方

向けの配食サービスリストを地域のニーズに応じて作成、府民や関係者へ周

知し、利用環境を整備します。 

（ｆ）特定給食施設における栄養管理促進のため、管理栄養士・栄養士の更なる

配置促進に向けて情報提供や資質向上の研修を実施します。 

（ｇ）ICT を活用したきょうと探検ウォーキング事業「ある古っ都」等、働き盛

り世代や健康への関心が薄い人、関心を持つ余裕がない人など幅広い人に対

してウォーキング等の健康づくりに継続的に取り組むためのきっかけづく

りを提供します。 

（ｈ）健康への関心の有無にかかわらず、IoT 等を活用した食や運動の環境を整

備するとともに、マスメディア等を通じた情報発信を強化します。 

（ｉ）京都府受動喫煙防止憲章に基づき、受動喫煙ゼロや健康への影響が大きい

子どもや患者に特に配慮するなど府全体で取組を進めるとともに、禁煙治療

を行う医療機関の増加など、禁煙しやすい環境の充実を推進します。 

（ｊ）健診・特定保健指導の受診率向上のための啓発活動や、医療保険者・企業

への事業支援を行います。 
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（ｋ）ヘルス博 KYOTO等、健康づくりをテーマに企業や大学、行政、医療保険者

など多様な主体がマッチングを図る場を提供します。 

（ｌ）「きょうと健康づくり実践企業認証制度」等、健康づくりに組織的継続的に

取り組む企業の認定や支援、府民へ周知を実施します。 

（ｍ）加齢に伴う筋力の衰えや活動の低下（フレイル）を予防するため、体操等

の身体機能改善と栄養管理、口腔ケアを複合的に実施する「京都式介護予防

総合プログラム」など介護予防の取組を進めるとともに、住民主体の通いの

場の活動を支援し、高齢者が自立した日常生活を送れる地域づくりを推進し

ます。 

 

ｄ ライフコースアプローチを踏まえた健康課題への取組 

健康寿命の延伸と健康格差の縮小、個人の行動と健康状態の改善、社会環境の

質の向上について、ライフステージ（小児期、青壮年期、高齢期等の生涯におけ

る各段階）に特有の健康づくり対策を取り組むとともに、ライフコースアプロー

チ（胎児期から高齢期に至るまでの人の生涯を経時的に捉えた健康づくり）を加

味した情報提供や体制づくりを行うことで、誰一人取り残さない健康づくりを推

進します。 

 

＜小児期＞ 

・幼少期からの生活習慣や健康状態は、成長してからの健康状態にも大きく影響

を与えることから食事や運動などの正しい知識や望ましい生活習慣が身に付

くよう、市町村における母子保健事業や保育所・幼稚園、学校、地域等と連携

し、子どもや保護者に対して生活環境に応じた普及啓発や環境整備、様々な世

代が関わる地域活動の支援等を継続的に行います。がん教育や防煙教育、飲酒

の教育活動、薬物乱用防止、こころの健康対策等については、学校や大学、医

療機関、企業等と連携して取り組みます。 

＜青・壮年期＞ 

・大学、雇用主や保険者、特定給食施設や外食・中食産業等と連携し、地域職域

連携等、健やかな生活習慣に関する知識の普及や、特定健診・がん検診・歯周

病健診・骨粗鬆症検診等の受診促進の啓発を行うとともに、主食・主菜・副菜

のそろった食事や野菜摂取の増加や食塩摂取量の減少など健康に配慮した食

事が入手しやすい環境や運動習慣定着に向けた環境整備を推進します。 

＜高齢期＞ 

・高齢期に至るまでの健康を保持するためには、高齢者の健康を支えるだけでな

く若年期からの取組が重要であり、市町村や地域等と連携し、社会参加ができ

る環境づくりや生活の質の向上につながるフレイル・低栄養予防に向けた知識

の周知を若年期から行うとともに、健康的な食事が入手しやすいよう高齢者等

向けの配食に関する情報提供を実施します。 
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・介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた市町村支援として、生活支援

コーディネーターの養成研修や意見交換会の開催、共助型生活支援推進隊（保

健所）による圏域協議会の開催、総合事業の充実に向けた市町村への伴走支援

を実施します。 

・効果的な介護予防事業・フレイル対策の推進として、京都式介護予防総合プロ

グラムなど複合的運動プログラムの推進や、高齢者の保健事業と介護予防の一

体的な実施の推進、介護予防事業に従事する医療専門職（管理栄養士、歯科衛

生士等）の養成、通いの場の充実に取り組む市町村への財政支援を実施します。 

・高齢者の社会参加支援と社会貢献活動への誘導として、（公財）京都 SKY セン

ターの各種取組の推進（社会貢献活動を円滑に進める仕組みづくり、ねんりん

サロンや SKY人生 100年フェスタにおける世代間交流の促進など社会参加に向

けた支援）や、（一財）京都府老人クラブ連合会、市町村単位老人クラブ・老人

クラブ連合会の活動支援、SKY センターや社会福祉協議会、老人クラブ、シル

バー人材センター、生涯現役クリエイティブセンター等、幅広い関係団体や市

町村と連携した、高齢者の多様な社会参加を支援します。 

 

＜女性＞ 

・女性については、①ライフステージごとに女性ホルモンが大きく変化すること、

②妊娠前にやせであった女性は標準的な体型の女性と比べて低出生体重児を

出産するリスクが高いことや妊娠中の飲酒・喫煙など次世代の健康を育む観点

でも重要なこと及び③健康寿命が低位であることから、人生の各段階における

健康問題の解決を図ることが重要です。学校と連携した学童期・思春期からの

正しい知識の普及、大学や企業等と連携した妊娠準備期の男女への支援、メン

タルヘルス対策、運動習慣の定着、市町村等における伴走型相談支援、がん検

診、骨粗鬆症検診の取組支援など、多様な主体と連携しライフコースを通して、

女性の健康づくりに関する正しい知識の普及啓発や支援等を行います。 

 

（イ）歯科口腔保健・歯科医療対策 

   「京都府歯と口の健康づくり基本計画（第３次）」と整合を図り、次の取組を推

進します。 

◇ ライフステージの特性を踏まえた施策の実施 

ａ  乳幼児期 

（ａ）フッ化物塗布・洗口等によるむし歯予防の推進 

・地域格差や経済格差による健康格差を縮小するため、歯みがき習慣の確立

や定期的な歯科健診の受診促進をはじめ、フッ化物塗布・洗口に関する情

報提供や地域、保育所、幼稚園等でのフッ化物塗布・洗口の取組の強化に

よりむし歯予防を推進します。 

（ｂ）食育の推進 

・乳幼児期は食行動や心身機能の発達が著しく、口腔機能の獲得時期であり、 
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正常な噛み合わせや顎の発育を促すため、バランスのとれた食事をよく噛

んで食べるよう発達段階に応じた食育を推進します。 

（ｃ）健全な歯・口腔の育成などに関する知識の普及 

・指しゃぶりや口呼吸などが不正咬合の原因となるため、悪習癖を取り除く

ことや食品等による窒息事故、歯みがき時の転倒による喉をつく事故の予

防等、母子保健や子育て支援に従事する者が、日常業務の中で歯科口腔保

健指導ができるよう研修等を促進します。 

・先天性欠如、癒合歯、萌出不全、外傷、むし歯又は全身疾患などによる乳

歯の早期欠損に対して、適切に対応し、しっかりと噛めるよう乳歯列・咬

合を育成します。 

 

ｂ 学齢期（高等学校等を含む） 

（ａ）フッ化物洗口等によるむし歯予防の推進 

・歯みがき習慣の確立や定期的な歯科健診の受診促進をはじめ、フッ化物洗

口に関する情報提供や学校歯科医との連携による学校でのフッ化物洗口等

の取組の強化により、むし歯予防を推進します。 

（ｂ）食育の推進 

・学齢期は、乳歯から永久歯に生え替わり、口腔機能の獲得時期であり、正

常な噛み合わせや顎の発育を促すため、バランスのとれた食事をよく噛ん

で食べるよう歯科口腔保健を通じた食育を推進します。 

（ｃ）学校における歯科口腔保健指導の実施 

・学校において、歯みがき方法の習得、歯肉炎の予防、悪習癖による歯列不

正などの咬合不正の予防を推進します。 

・運動時の歯や口の外傷により歯を喪失する場合があり、マウスガードの装

着の必要性等について、学校関係者、保護者、児童及び生徒に対して知識

の普及啓発を推進します。 

・ネグレクト等の被虐待児は、多数のむし歯が治療されないまま放置されて

いる場合等があり、歯科医療機関との連携や健診の機会等を通じて、児童

虐待の早期発見と虐待の防止を推進します。 

 

ｃ 成人期 （妊産婦を含む） 

（ａ）歯科健診受診者の増加促進 

・40歳代で進行した歯周炎・未処置歯を有する者の割合を減少させるため、

むし歯の未処置歯が多い 20～30歳代から、地域・職域において、生涯にわ

たる定期的な歯科健診の受診を促進します。 

・定期的な歯科健診の受診啓発、歯科疾患予防や口腔がんの早期発見のため

の受診機会の提供を推進します。 

（ｂ）歯科疾患予防のための知識の普及 

・歯周病と糖尿病、喫煙、早産・低体重児出産、脳卒中、心筋梗塞、メタボ 
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 リックシンドローム等の関連性をはじめ、誤嚥性肺炎、口腔がん等に関す

る知識の普及啓発を行います。 

（ｃ）妊産婦に対する歯科健診・歯科口腔保健指導を実施する市町村の増加 

・妊娠期には歯科疾患が発症しやすい状況となるため、歯科健診や歯科口腔

保健指導の実施を推進し、歯科疾患の母子感染予防等の知識を普及します。 

（ｄ）食育の推進 

・20～30 歳代では、食生活の乱れや不規則な生活習慣等によりむし歯や歯肉

炎が増える時期であり、食生活の改善や歯と口の健康に関する知識の普及

啓発等を支援し、食育を推進します。 

・妊娠期は、胎児の歯胚の発生が始まり、健全な成長のために栄養摂取が重

要な時期であり、母子の生涯にわたる歯と口の健康づくりの基盤を確保す

るため、食育や栄養指導等の充実を推進します。 

 

ｄ 高齢期 

（ａ）歯の喪失を予防 

・歯と口の健康は全身の健康にもつながることから、高齢期に応じた歯科健

診を実施し、口腔機能訓練や歯の喪失部位を義歯等で補うなど歯科口腔保

健に関する知識の普及を行い、咀嚼機能の改善と口腔機能の維持・向上を

図ります。 

（ｂ）オーラルフレイル予防、口腔機能の維持・向上による介護予防の推進 

・高齢者においては、歯の喪失に加えて、オーラルフレイル（口腔機能の虚

弱な状態）や口腔機能低下症等の影響で、口の機能が衰え、噛む力や飲み

込む力が低下し、食事が摂りにくい、発音がしにくいなどの症状が現れる

ため、誤嚥性肺炎予防や低栄養改善に対して継続的な口腔の健康管理が重

要です。また、在宅・施設等における療養中の高齢者の口腔機能の維持・

栄養改善のため、多職種の連携を推進します。 

・高齢者サロンや通いの場等において、フレイル（虚弱）予防の支援を推進

します。また、市町村が後期高齢者医療広域連合から委託を受けて実施す

る「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」のポピュレーションアプ

ローチ（フレイル状態の把握、健康教育、健康相談等）により、フレイル

予防を推進します。口腔ケア、運動、栄養改善等を組み合わせた「京都式

介護予防総合プログラム」を活用し、介護予防を推進します。 

（ｃ）高齢者への食育・食支援の推進 

・加齢による機能減退が原因となる誤嚥性肺炎や窒息の予防に考慮した食べ

方（食品の物性、食物形態等）の普及を推進するとともに、フレイル（虚

弱）の予防・改善のため低栄養を予防し、生活機能を維持するためのバラ

ンスのとれた栄養状態が保てるよう食育・食支援を推進します。 

（ｄ）高齢者施設等での歯科健診や口腔衛生管理の実施 

・介護老人福祉施設、介護老人保健施設等では、協力歯科医療機関と連携し、
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定期的な歯科健診や口腔衛生管理の実施を推進します。 

・介護職員に対して、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が、

口腔衛生の管理に係る技術的助言及び指導を実施します。 

 

ｅ 障がい者（児）や介護を必要とする者 

（ａ）障がい者（児）や要介護者の歯科保健医療・口腔衛生管理の充実 

・障がい者（児）や医療的ケア児、入院患者、在宅療養者、介護施設・社会 

福祉施設等の通所者・入所者などに対する在宅歯科医療、障がい者（児）

歯科医療、誤嚥性肺炎予防のための口腔衛生管理の充実、研修等による医

療従事者の人材育成及び口腔機能の維持・向上の必要性についての啓発を

推進します。 

（ｂ）医療・保健・福祉の連携による歯科保健医療・口腔衛生管理の推進 

・自己での口腔衛生管理が困難な者に対して、地域包括ケアシステムにより

歯科医師、医師、歯科技工士、歯科衛生士、薬剤師、看護師、管理栄養士、

言語聴覚士、作業療法士、理学療法士、地域包括支援センター職員、ケア

マネジャー等介護従事者と家族等が連携し、口腔機能管理を行う体制の整

備を推進します。 

（ｃ）障がい者（児）施設等での歯科健診や口腔衛生管理の実施 

・障害者支援施設等での定期的な歯科健診や口腔衛生管理の実施を推進します。  

・介護老人福祉施設及び介護老人保健施設では、協力歯科医療機関と連携し、

定期的な歯科健診や口腔衛生管理の実施を推進し、歯科医療従事者による

口腔衛生管理だけでなく、施設職員による日常の口腔ケアが実施できるよ

うに施設職員等への研修を推進します。 

（ｄ）障がい者（児）歯科診療体制の充実 

・歯科治療が必要な障がい者（児）の治療が行えるように治療後の口腔衛

生管理を地域の協力歯科医療機関と連携するなどの体制整備を推進します。 

（ｅ）食育・食支援の推進 

・生涯を通じて口から食べることができるよう、医療、保健、福祉、介護等が

連携し、口腔機能管理及び食支援を行う体制整備を推進します。 

 

ｆ 全ての年齢層 （共通） 

（ａ）歯と口の健康づくりに関する情報の提供や知識の普及啓発 

・歯科疾患の予防や 8020 運動(80 歳になっても自分の歯を 20 本以上保つ運

動)、オーラルフレイル（口腔機能の虚弱な状態）予防を推進するため、歯

科口腔保健に関する情報の提供や知識の普及啓発を行います。 

（ｂ）歯科疾患予防・重症化予防の推進 

・むし歯の未処置歯が最も多いのは 40歳代男性であり、一人平均むし歯数は

2.0 本、次いで 20歳代男性で 1.6 本という状況であり、30歳代で進行し

た歯周炎を有する者の割合が 36.7%（前回調査比：+3.7%）に増加しており、
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歯科疾患が発症する前の若年層に対する普及啓発を推進します。 

（ｃ）歯科健診受診者の増加 

・医療保険者等と連携し、地域・職域における歯科健診の実施、歯科口腔保

健の普及啓発を促進します。 

・歯科疾患の予防、歯科疾患や口腔がんの早期発見のため、定期的な歯科健

診の受診啓発及び受診機会の提供を推進します。 

・各府民がかかりつけ歯科医をもつことを推進します。 

（ｄ）食育の推進 

・正しい姿勢で食事をし、ひとくち 30回以上噛むことを目標とした「噛ミン

グ 30（カミングサンマル）」を展開するなど、肥満や糖尿病などの生活習

慣病を予防・改善するため、各ライフステージに応じた食育・食支援を推

進します。 

 

（ウ）高齢期の健康づくり・介護予防 

「京都府保健医療計画（令和６年３月策定）」と整合を図り、次の取組を推進

します。 

ａ 総合事業充実に向けた市町村支援 

（ａ）生活支援コーディネーターの養成研修、意見交換会を開催します。 

（ｂ）共助型生活支援推進隊（保健所）による圏域協議会等を開催します。 

（ｃ）総合事業の充実に向けた市町村への伴走支援を実施します。 

 

ｂ 効果的な介護予防・フレイル対策の推進 

（ａ）京都式介護予防総合プログラム等複合的プログラムを推進します。 

（ｂ）高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施を推進します。 

（ｃ）介護予防事業に従事する医療専門職（管理栄養士、歯科衛生士等）の 

養成等を行います。 

（ｄ）通いの場の充実に取り組む市町村への財政支援を行います。 

 

ｃ 高齢者の社会参加支援と社会貢献活動の誘導 

（ａ）（公財）京都 SKYセンターの各種取組を推進します。 

（ｂ）シニアボランティアバンク（仮称）など、社会貢献活動を円滑に進める 

仕組みづくりを行います。 

（ｃ）「ねんりんサロン」や SKY人生 100年フェスタにおける世代間交流の促進な

ど社会参加に向けた支援を行います。 

（ｄ）（一財）京都府老人クラブ連合会、市町村単位老人クラブ・老人クラブ連合

会の活動支援を行います。 

（ｅ）SKY センターや社会福祉協議会、老人クラブ、シルバー人材センター、生

涯現役クリエイティブセンター等、幅広い関係団体や市町村と連携し、高

齢者の多様な社会参加を支援します。 
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イ 特に広範かつ継続的な医療の提供が必要な疾病に係る対策 

（ア）がん 

   「第３期京都府がん対策推進計画」と整合を図り、次の取組を推進します。 

＜がん予防・がん検診の強化＞ 

【１次予防：がんのリスクの減少】 

ａ 食生活・身体活動・飲酒等生活習慣の改善 

（ａ） 府及び市町村は、事業所や医療保険者等と協力して、がんや生活習慣

病の発症予防のための食生活、身体活動、適正飲酒等正しい生活習慣につ

いて普及啓発を行います。特に、働き世代では、適正体重を理解し、活動

量に見合った食事量や適正飲酒の実践ができるよう知識を普及します。ま

た、事業所等と協働し、運動習慣定着に向けた環境整備や仕組みづくりへ

の支援を行います。 

（ｂ）府は、 野菜たっぷりメニュー、塩分控えめメニュー、エネルギー表示

や食物アレルギー表示のある「きょうと健康おもてなし食の健康づくり応

援店」、野菜たっぷり等健康的で京都らしさのある「健康ばんざい京のお

ばんざい弁当」等、外食や中食での健康に配慮した商品・メニュー・情報

の提供を行う施設の認定や支援、府民への周知を行います。 

（ｃ）府は、学校・福祉施設の給食や企業の社員食堂等を担う特定給食施設等

において、利用者の健康に配慮した食事の提供や健康・栄養情報の提供等

が実施されるよう支援します。 

（ｄ）府及び市町村は、地域において健康や食生活に関する活動を進める食生

活改善推進員、地域の団体などのボランティア組織の活動を支援し、各地

域において個人の食生活をサポートできる環境を整備します。また、運動

習慣の増加に向けて、子どもの頃から運動に親しむ習慣・環境づくりを行

うとともに、事業所等と協働したＩＣＴの利活用等を通して、ウォーキン

グなど運動習慣定着に向けた環境整備や仕組みづくり等を支援します。 

（ｅ）府は、学校や医療機関と協働し、飲酒による身体への影響や適度な飲酒

量など、正確で有益な情報を発信します。特に、20歳未満の者への教育、

大学等と協働した飲酒に関する教育活動や、学校、大学、市町村・医療機

関等と協働した妊婦等に対する教育活動を実施します。 

（ｆ）府は、教育委員会や関係団体、がん診療連携拠点病院等と連携して、学

校におけるがん教育を充実し推進します。 

（ｇ）医療保険者は、特定保健指導の機会を通じて、生活習慣の改善を指導します。  

（ｈ）事業主は、職場でのがんに関する正しい知識や生活習慣等についての健

康教育を推進するとともにがん検診、健康診査等の受けやすい環境づくり

に取り組みます。また、検診で要精密検査が必要となった者に対して、医

療保険者、検診機関等と協働し、精密検査受診勧奨を行います。 

（ｉ）市町村は、適切な食生活や運動習慣、適正飲酒に関する知識の普及に努
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めます。 

 

ｂ たばこ対策 

（ａ）府、市町村及び医療関係者は、世界禁煙デーに合わせたシンポジウムや

防煙セミナーの開催、大学への啓発媒体の配布やデジタルサイネージ等Ｉ

ＣＴを活用した啓発等、府民に対し、たばこの健康に与える影響等正しい

知識の啓発活動を強化します。 

（ｂ）府は、教育機関において防煙教育が充実されるよう働きかけるととも

に、広く医療関係者や学生ボランティア等に協力を求めるなど、防煙教育

を推進します。 

（ｃ）学校及び教育関係者は、医療関係者等と連携の上、防煙教育を充実します。 

（ｄ）府は、教員等学校教育に携わる者に対する研修の場の活用など、たばこ

が健康に与える影響等がんの正しい知識の情報提供や、啓発媒体の貸出等

を実施します。 

（ｅ）京都府がん対策推進府民会議は、コンビニエンスストア等における年齢 

確認の徹底等、20歳未満の者がたばこを入手できない環境づくりを家庭も

含め展開します。 

（ｆ）がん診療連携拠点病院等の病院や診療所は、禁煙に関する相談や治療提    

  体制を充実します。 

（ｇ）歯科診療所や薬局は、禁煙指導を行う体制を充実します。 

（ｈ）市町村や医療関係者は、喫煙者に対して各種健診・診療の機会を活用

し、禁煙を働きかけるとともに、禁煙希望者に対して禁煙教育・禁煙指導

を実施します。特に、妊娠中の方については、妊婦教室、妊婦健康診査、

医療機関受診等の機会を通じて、禁煙を働きかけます。 

（ｉ）府は、がん診療連携拠点病院等や市町村の取組を支援するなど、禁煙に

関する相談窓口を充実します。 

（ｊ）府は、ＮＰＯや医師会等医療関係団体と協力し、禁煙支援に関わる従事 

者を対象とした研修会を定期的に開催して、人材育成に努めます。 

（ｋ）府は、がん診療連携拠点病院等や関係団体に対し、京都府がん医療戦略 

推進会議を通じて、最新の知見を踏まえた禁煙治療や禁煙指導の実施を働 

きかけるなど、医療機関等における禁煙治療・禁煙指導の実施を推進します。  

（ｌ）府は、京都府がん対策推進府民会議と協働して憲章についての啓発を進

めるとともに、改正健康増進法に基づき、施設の禁煙化等、望まない受動

喫煙防止対策を推進します。 

（ｍ）事業主は、職場における受動喫煙防止を徹底します。 

（ｎ）市町村、医療機関、教育機関その他公共性の高い施設は、改正健康増進 

法に基づき建物内禁煙、敷地内禁煙など、受動喫煙防止対策を積極的に推

進します。 

（ｏ）京都府がん対策推進府民会議参画団体等関係者は、受動喫煙防止対策の 
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普及啓発に努めます。 

（ｐ）加熱式たばこへの対応については、受動喫煙による健康影響について十 

  分な知見が得られるまで、従来のたばこへの対応と同様に、必要な対策を

講じます。 

 

（イ）糖尿病 

   「京都府保健医療計画」と整合を図り、次の取組を推進します。 

ａ 糖尿病の発症予防をはじめ、望ましい生活習慣に関する情報提供と保健指導を 

充実します。 

ｂ 糖尿病に関する正しい知識を普及していきます。 

ｃ 市町村及び保険者が行う健康診査の受診を促進します。 

ｄ 健康診査での有所見者への早期受診に向けて受診勧奨や保健指導を実施します。 

ｅ 京都府糖尿病重症化予防戦略会議及び地域戦略会議を核とした地域の実情に応 

じた連携体制の構築 

（ａ）質の高い専門的検査や指導を実施できる糖尿病の医療体制を構築します。 

（ｂ）医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科衛生士、管理栄養士等

の多職種と連携した支援体制を構築します。 

（ｃ）糖尿病重症化予防に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、

歯科衛生士、管理栄養士等を対象とした人材育成や資質向上のための研

修等を支援します。 

ｆ 京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムを推進します。 

ｇ 糖尿病性腎症など慢性合併症の専門的検査・治療を行う医療機関情報を「京都

健康医療よろずネット」を通じて、医療関係者や患者へ提供します。 

 

ウ 高齢者の保健事業と介護予防事業の一体的実施 

    「第 10次京都府高齢者健康福祉計画」と整合を図り、次の取組を推進します。 

ａ 後期高齢者医療広域連合、国民健康保険団体連合会等関係団体と連携の上、高

齢者の特性に応じた保健事業と介護予防の一体的実施の取組が進むよう、市町村

の実情を踏まえ人材確保や実施方法の共有などの取組を進めます。 

ｂ 職能団体と連携した人材育成研修の開催により、通いの場における健康づくり

やフレイル予防のための適切な助言が行える管理栄養士や歯科衛生士等の医療専

門職の養成を行うとともに、専門職の確保に向けた取り組みを推進します。 

また、これら医療専門職の地域ケア会議への参画等を通じ、介護予防・重度化

防止の取組を一層推進します。 
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２ 安全で良質かつ効率的な医療の提供の推進 

少子高齢化の進展及び人口減少の中、住み慣れた地域で質と量を両立させた切れ目の

ない医療・介護を効果的・効率的に提供できる体制を構築するためには、限られた医療・

介護資源を有効に活用することが重要です。 

また、後発医薬品については先発医薬品と同じ有効成分を含み、先発医薬品に比べ低

価格で提供されるため、患者の経済的な負担を減らし、医療保険の財政を改善すること

が期待されています。バイオ後続品（バイオシミラー）についても、先行バイオ品と品

質がほとんど同じで、効果と安全性が確認されており、後発医薬品と同様に患者の経済

的な負担を減らし、医療保険の財政を改善することが期待されています。これらのこと

から、府民が後発医薬品やバイオ後続品について正しく理解し、安心・安全で低価格な

医薬品を選択できることが望まれます。 

さらに、安全で良質かつ効率的な医療の提供を推進していくためには、問題のある重

複投与・多剤投与に対応するための多職種連携の強化や、抗菌薬を含めた医薬品の適正

使用のための府民啓発、外来治療を含むがん医療体制の充実にも取り組む必要がありま

す。 

このため、京都府保健医療計画、京都府地域包括ケア構想及び京都府高齢者健康福祉

計画等で掲げられる次の目標及び施策を推進していくことが必要です。 

 

 

 

（１）目指すべき目標 

項目  現状値  目標値 出典 

バイオ後続品に 80％以上

置き換わった成分数 
R3 ２成分 R11 

10成分 

（※） 
ＮＤＢ 

病院薬剤師と薬局薬剤師及び薬剤師と多職種の連携強化  

医薬品の適正使用の推進  

がん医療体制の整備・充実  

地域の在宅医療・介護連携

を支援する人材を配置す

る市町村数 

R4 18市町村 R11 26市町村 京都府調べ 

 

※ 全体の成分数の６０％以上 
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（２）推進すべき施策（対策の方向） 

 ア 地域包括ケアシステムの推進 

   「京都府地域包括ケア構想（平成 30 年３月策定）」と整合を図り、次の取組を

推進します。 

＜地域包括ケアシステムの推進＞  

ａ 地域包括ケアシステムの強化 

（ａ）医療、介護、介護予防、住まい及び日常生活の支援等が切れ目なく提供さ

れるよう、市町村、保健所、京都地域包括ケア推進機構、地域包括ケア推進

ネット、職能団体等が連携し、オール京都体制で地域包括ケアシステムを推

進します。 

 

ｂ 認知症対策の推進 

（ａ）第３次京都式オレンジプランに基づき、認知症の本人の活動に対する支援、

認知症の本人・家族を支える地域の支援体制構築、医療・介護の提供体制の

整備等の対策を推進します。 

（ｂ）認知症の初期から看取り期まで、症状の進行に応じた適切な医療・介護・

福祉サービスを馴染みのスタッフから受けることができる認知症総合センタ

ーと地域づくりを合わせて推進し、認知症になっても地域ぐるみで認知症の

人を支える京都創発ケアモデルを目指し、もって病院機能の適正化を図ります。  

（ｃ）認知症や医療行為を必要とする介護保険サービス利用者に対応するため、

各施設や地域において中核的役割を担う人材が確保されるよう引き続き取り

組みを行っていきます。 

 

ｃ 看取り対策の推進 

（ａ）自宅、施設、病院における看取り体制の支援や、緩和ケアの充実、専門人

材の養成と多職種協働の推進など、状態や状況に応じ、療養する場所及び医

療・介護サービス等が柔軟に選択できる体制づくりを推進します。 

（ｂ）地域で支え合う孤立させない環境づくり、「命」について考え、死に向き合

える看取りの文化の醸成等の対策を推進します。 

 

ｄ リハビリ対策の推進 

（ａ）地域リハビリテーション支援センター、医療関係団体等と連携し、総合リ

ハビリテーションを推進することで、適切で質の高いリハビリテーションを

受けられる体制強化を図ります。 

（ｂ）リハビリテーション専門医や在宅等においてリハビリテーションに対応で

きる医師を確保・育成するとともに、修学資金制度の活用、就業フェアの開

催、専門職技術研修の実施等、リハビリテーション従事者の確保・育成対策

を進め、さらに、北部地域において、総括的に取り組む北部センターを設置

し、その充実に努めるなど、府内の病院や地域における回復期機能等の向上
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を図ります。 

  （ｃ）先進的リハビリ治療法等の導入を図り、より効果的なリハビリテーション

を受けられる環境を整備するとともに、訪問リハビリテーション事業所の開

設など、リハビリテーション提供体制の充実を推進します。 

 

＜病床の役割強化及び連携の促進＞ 

ａ 病床の役割強化及び連携の促進  

（ａ）地域で必要な機能を担う病院の運営に必要な人材の養成、配置の支援並び

に病床機能の転換においては必要な施設・設備の整備や病床機能転換後の病

棟運営に必要となる人材の養成、配置の支援を行います。 

（ｂ）病床の役割強化を推進するため、地域における広域的な医療介護連携や、

病病・病診連携を強化する取り組みを進めます。 

（ｃ）行政や医療機関、保険者などの関係者が協働して住民への啓発に取り組み 

ます。 

 

ｂ 医療機関の施設・設備整備の推進 

（ａ）病床機能転換に併せて医療機関が行う、地域の在宅医療供給体制充実に向

けた事業を支援します 

 

ｃ 疾病別・事業別の医療機能強化と連携の促進 

（ａ）高度急性期や一部の急性期など、緊急性の高い脳卒中、虚血性心疾患を含

む救急医療については、アクセス時間等を考慮した連携体制の構築を図ります。  

（ｂ）周産期医療やがん診療など医療資源が限られる中、居住する地域に関わら

ず質の高い医療を提供できるようにするため、効率的な施設設備の整備と連

携体制の構築を図ります。 

 

ｄ 慢性期医療及び在宅医療等の患者へのサービス提供体制の確保 

（ａ）在宅等へ移行する慢性期、在宅医療等の患者を地域で支えるため、医療と

介護の一層の連携を図ります。 

（ｂ）居宅、特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人

ホーム、介護老人保健施設、その他医療を受ける者が療養生活を営むことが

できる場所を確保するため、地域包括ケアシステムを推進します。 

（ｃ）介護・福祉人材に係る相談から就労、就労機会の提供、就職活動支援、就

職後の研修や定着までをワンストップで支援するとともに一体的なキャリア

アップ支援を各機関との調整を行いながら併せて実施します。 

（ｄ）人材の養成・定着に努力する介護・福祉事業所を認証する制度の普及を図

ります。 

（ｅ）北部福祉人材養成システムの展開と離職者訓練を活用した北部即戦力人材

の育成を図ります。 
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（ｆ）介護福祉士等修学資金貸付事業や介護人材再就職準備金貸付事業を活用し、

人材の確保を図ります。 

 

＜ＩＣＴの活用による医療・介護連携体制の整備＞ 

（ａ）「京あんしんネット」について、基本的な操作を学ぶための説明会や、より

効果的な利用方法を共有するための運用勉強会を開催するとともに、タブレ

ット端末の配備等を行い、システムの積極的な導入・利活用を促進していき

ます。 

（ｂ）府内の医療機関や大学をはじめ、医師会等関係機関おけるＩＣＴを活用し

た医療情報等、ネットワークを構築します。 

 

イ 特に広範かつ継続的な医療の提供が必要な疾病に係る対策 

（ア）がん 

   「第３期京都府がん対策推進計画」と整合を図り、次の取組を推進します。 

＜がん医療体制の整備・充実＞ 

ａ 手術療法、放射線療法、薬物療法、免疫療法の推進 

（ａ）がん診療連携拠点病院等は、チーム医療の推進や集学的治療の提供など、

機能をさらに充実、強化します。 

（ｂ）府は、がん診療連携拠点病院等の取組を支援するとともに、京都府がん診

療連携・推進病院を指定するなど、府内のがん診療機能及びネットワークの

強化を図ります。 

（ｃ）府、がん診療連携拠点病院等は、我が国に多いがんの標準治療について均

てん化を目指し、機器整備・専門的人材の配置を推進するとともに、それぞ

れの特徴を活かした連携体制を構築します。 

（ｄ）府、医療関係団体、がん診療連携拠点病院等は、高度な手術・放射線治

療、希少がんの治療等については、大学病院等での集約化を目指すととも

に、府内で対応が難しいがんの治療等については、近隣府県等との連携によ

り対応するなど、全てのがん患者が住み慣れた地域で治療を受けることがで

きる体制の整備を推進します。 

（ｅ）府は、最先端医療である陽子線治療などの粒子線治療について、府民が受

けやすいように分かりやすく情報提供します。 

（ｆ）がん診療連携拠点病院等は、科学的根拠に基づいた適切な免疫療法を実施

します。 

（ｇ）府、医療関係団体、がん診療連携拠点病院等は、地域連携クリティカルパ

スの利用促進に向け、活用状況の調査や普及を推進します。 

（ｈ）外来でのがん医療に携わる地域の医療機関や薬局等は、副作用のフォロー

アップ等について、がん診療連携拠点病院等との連携に努めます。 

（ｉ）府は、高度な知識・技術と臨床経験を有する薬剤師が配置され、専門機関

との連携がとれる専門医療機関連携薬局（がん）の認定を推進するととも
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に、普及啓発を行います。 

 

ｂ 医療従事者の養成・研修機会の確保 

（ａ）がん診療連携拠点病院等は、手術療法や病理診断、放射線療法、薬物療法

等にかかる専門医や認定薬剤師・認定看護師等、専門性の高い医療従事者の

育成・配置に取り組みます。  

（ｂ）大学は、手術療法や病理診断、放射線療法、薬物療法、免疫療法等にかか

る専門性の高い人材の育成に努めるとともに、医療従事者と協力してがん医

療を支えることのできる医療従事者を養成します。  

（ｃ）府は、大学病院などがんに関連する学会認定施設等専門性の高い医療従事

者を育成する機能を持つ医療機関に対し、運営に係る補助などの支援を行い

ます。また、e-learningやＩＣＴを活用し、研修を受講しやすい環境を整備

します。  

（ｄ）各医療機関は、所属職員が研修に参加しやすい環境づくりに努めます。 

 

＜在宅医療の充実＞ 

（ａ）がん医療に携わる病院及び診療所、薬局、訪問看護事業所等は、地域包括

ケアシステムの仕組みも踏まえ、地域の介護事業者等の関係機関との連携を

図り、在宅緩和ケア等在宅医療の提供に努めます。また、病院は、退院調整

部署の機能の充実を図り、病院から在宅、在宅から病院への円滑な移行を推

進します。 

（ｂ）がん医療に携わる薬局は、在宅緩和ケア等に必要な麻薬を適切に提供でき

る体制を検討するなど、相談支援等を含めた在宅医療の充実に努めます。 

（ｃ）がん医療に携わる訪問看護ステーション、介護施設等は、適切な在宅医療

を提供するため、職員の人材育成や医療機関等との連携を強化し、患者の治

療期から看取りまで切れ目のない支援に努めます。 

（ｄ）府内医療資源等の地域格差は大きいことから、在宅医療に携わる関係者

は、地域特性に応じたネットワークを構築し、地域での医療の充実に努めます。  

（ｅ）在宅医療を担う医療機関に医療機器の整備等に対する支援や訪問看護ステ

ーションの人材確保支援を進めます。 

（ｆ）がん患者が、在宅生活の中で医療を切れ目なく受けるために、かかりつけ

医をバックアップする地域の病院等の在宅医療資源の整備を推進します。 

（ｇ）府、医療機関等は、病院とかかりつけ医の連携強化や在宅でのがん医療を

推進するため、かかりつけ医や病院に勤務する医師の研修など人材育成に努

めます。 

（ｈ）がん診療連携拠点病院等は、連携して医師及び薬剤師・看護師等の医療従

事者に対する緩和ケア研修会を開催しながら、地域医療従事者の受講を促進

するなど受講者の増加にさらに努め、緩和ケアの正しい知識の地域への普及

も推進します。 
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（ｉ）府、関係団体、がん診療連携拠点病院等は、在宅緩和ケア等に係る研修を

開催するなど、在宅医療従事者の確保・資質向上に努めるとともに、在宅緩

和ケア等に係る地域資源を把握し関係者等との情報共有に努めるなど、府内

の緩和ケアに係る連携体制の強化、在宅緩和ケア提供体制の充実を図り患者

に質の高い医療を提供するよう努めます。 

（ｊ）府、関係団体、がん診療連携拠点病院等は、「京都府がん医療戦略推進会

議」により、がん治療や緩和ケアについての地域連携促進のため、関係機関

の連携強化や支援の在り方を検討し、在宅緩和ケア提供体制の充実を図ります。  

 

＜連携体制の強化＞ 

（ａ）府、関係団体、がん診療連携拠点病院等は、「京都府がん医療戦略推進会

議」により、がん治療や緩和ケアについての地域連携クリティカルパスの利

用促進のため、関係機関の連携強化や、在宅緩和ケア提供体制の充実を図り

ます。 

（ｂ）がん診療連携拠点病院等は、がんの地域連携に関する会議の開催等を通

じ、医療提供体制や支援のあり方についてや標準治療や先進的な医療の情報

を提供するとともに、地域医療機関の診療機能を把握し、連携体制を強化し

ます。 

（ｃ）がん診療連携拠点病院等は、院内における地域連携クリティカルパスの運

用体制を整備し、その普及を図り、切れ目のない支援のための連携を強化し

ます。 

（ｄ）がん診療連携拠点病院等は、地域連携クリティカルパスを通じた連携強化

を図ります。 

 

（イ）脳卒中・心筋梗塞等の心血管疾患 

「第２期京都府循環器病対策推進計画」と整合を図り、次の取組を推進します。  

ａ 循環器病の予防や正しい知識の普及啓発 

  循環器病は、生活習慣病やメタボリックシンドロームをベースとして連続性を

もって発症、進展することから、適切な介入により発症予防、進行抑制が可能で

す。生活習慣の改善や危険因子の是正により、発症予防、死亡の抑制及び健康寿

命の延伸などが期待されることから、循環器病対策における府民の理解を深める

次の取組を実施します。 

 （ａ）きょうと健やか２１（第４次）における取組を推進します。 

 （ｂ）循環器病に関する正しい知識の広報・啓発を推進します。 

 （ｃ）地域や職域における取組を推進します。 

 （ｄ）小中学校における取組を推進します。 

 

ｂ 保健、医療及び福祉に係るサービスの提供体制の充実 

（ａ）循環器病を予防する健診の普及や取組を推進します。 
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（ｂ）救急搬送体制を整備します。 

（ｃ）救急医療の確保をはじめとした循環器病に係る医療提供体制を構築します。 

（ｄ）リハビリテーション等の取組を推進します。 

（ｅ）循環器病の後遺症を有する者に対する支援を行います。 

（ｆ）循環器病の緩和ケアを推進します。 

（ｇ）社会連携に基づく循環器病対策・循環器病患者支援を実施します。 

（ｈ）治療と仕事の両立支援・就労支援を実施します。 

（ｉ）小児期・若年期からの配慮が必要な循環器病への対策に取り組みます。 

（ｊ）循環器病に関する適切な情報提供・相談支援を行います。 

 

（ウ）糖尿病（再掲） 

  「京都府保健医療計画（令和６年３月策定）」と整合を図り、次の取組を推進し

ます。 

ａ 糖尿病に関する正しい知識を普及啓発していきます。 

ｂ 京都府糖尿病重症化予防戦略会議及び地域戦略会議を核とした地域の実情

に応じた連携体制を構築します。 

（ａ）質の高い専門的検査や指導を実施できる糖尿病の医療体制を構築します。 

（ｂ）医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯科衛生士、管理栄養士等

の多職種と連携した支援体制を構築します。 

（ｃ）糖尿病重症化予防に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師、保健師、歯

科衛生士、管理栄養士等を対象とした人材育成や資質向上のための研修等

を支援します。 

ｃ 京都府版糖尿病性腎症重症化予防プログラムの推進を行います。 

ｄ 糖尿病性腎症など慢性合併症の専門的検査・治療を行う医療機関情報を「京

都健康医療よろずネット」を通じて、医療関係者や患者へ提供します。 

 

ウ 在宅医療 

「京都府保健医療計画（令和６年３月策定）」と整合を図り、次の取組を推進します。 

ａ 医療機関間及び医療・介護連携体制の強化（退院支援） 

（ａ）入院医療機関と在宅医療等に係る機関との連携を強化します。 

（ｂ）在宅療養中の高齢者が体調を崩し、在宅での対応が困難になった時に、安

心して入院できる病院を事前に登録しておくことで、スムーズな受診や必要

に応じて入院に繋げる「在宅療養あんしん病院登録システム」の活用をさら

に推進し、早めの対応により病状の悪化や身体の働きの低下をできるだけ防

ぎ、在宅療養生活を続けることを支援します。 

（ｃ）新型コロナウイルス感染症による経験も踏まえ、地域医療支援病院をはじ

めとした病病・病診連携や入退院支援など、在宅医療提供体制のセーフテ

ィネットとして、システムの普及・定着を図ります。 

（ｄ）在宅等における医療提供体制について、自宅等への訪問診療、訪問歯科診
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療、訪問看護、訪問薬剤管理指導等と併せ、施設における医療提供体制の

充実も考慮し、地域で不足する病床の機能強化及び連携による在宅医療等

の充実を支援します。 

 

ｂ 在宅療養支援体制の確保（日常の療養支援①） 

（ａ）在宅医療に必要な連携を担う拠点と在宅医療を広域的に担う在宅療養支援

診療所、在宅療養支援歯科診療所、在宅療養支援病院及び在宅療養後方支援

病院及び地域で在宅医療に取組む医療機関等の連携による体制を充実します。  

（ｂ）在宅医療を専門に行う医療機関とかかりつけ医等、複数の医師又は多職種

で在宅医療を進められるようオール京都体制でチーム医療を推進します。 

（ｃ）訪問看護師による在宅医療の提供体制の確保、質の向上を図るため、養成、

確保・定着、再就業促進の各対策の継続した実施及び京都府訪問看護総合支

援センターの取組を支援します。 

（ｄ）周術期から在宅に至るまで歯科治療･口腔健康管理・食支援が途切れないよ

う、歯科診療所同士及び病院、一般診療所や薬局との情報共有を図る体制を

整備します。 

（ｅ）各地域で核となり活動する医療関係団体や関係機関の活動を支援します。 

（ｆ）患者や家族の状況や思いに沿った療養を支援できるよう、地域の状況に応

じ、病院、診療所での訪問診療、訪問看護を支援します。 

（ｇ）在宅等に必要な知識、技術を有するかかりつけ薬剤師・薬局の在宅医療へ

の参画促進や薬局間の相互共有を通じ、医薬品、医療材料、衛生材料等の効

率的な供給体制を構築します。 

（ｈ）「在宅医療に必要な連携を担う拠点」を中心に災害時を想定した各医療機

関や関係団体等との連携を強化します。 

（ｉ）「地域において在宅医療を広く担う医療機関」による業務継続計画（BCP）

の策定を推進します。 

 

ｃ 在宅医療を担う医療従事者の増加、質の向上（日常の療養支援②） 

（ａ）京都府立医科大学附属北部医療センターの機能を活用した取組として、総

合医療等に豊富な実績を持つ地域の医療機関との相互連携により、地域医療

に理解を持つ医師を育成するとともに、長寿研究等の丹後地域をフィールド

とした市町等との共同研究等を実施します。 

（ｂ）在宅訪問薬剤管理に必要な知識･技術を有する薬剤師を育成し、薬局の在宅

医療への参画を推進します。 

（ｃ）ニーズの多様化等に対応できる訪問看護人材の確保を目指すとともに、在

宅医療等の場で活躍できるよう、特定行為研修等によるスキルアップを支援

します。 

（ｄ）在宅における療養の増加に対応するため、在宅療養者への質の高い訪問栄

養食事指導に必要な能力を有する管理栄養士の育成を目的とした関係団体が
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行う研修を支援します。 

（ｅ）在宅療養患者等の栄養改善のため、管理栄養士による指導を促進します。 

（ｆ）地域ケア会議、介護予防事業等に参画・助言できるリハビリテーション専

門職や認知症の方に対応できるリハビリテーション専門職の養成研修を実施

します。 

（ｇ）在宅における高度化する医療への対応や患者のQOL(生活の質)向上のため、

在宅現場で対応できる臨床工学士、歯科衛生士及び歯科技工士等の人材育成

を支援します。 

（ｈ）介護職員等によるたん吸引等の医療的ケアの提供に向けた指導看護師養成

講習会や介護職員等の研修登録機関会議等を開催します。 

（ｉ）地域医療構想調整会議での協議を踏まえ、新規開業希望者等に対する診療

所の充足状況等の情報提供など可視化を推進します 

（ｊ）医師会や関係団体等と連携し地域の在宅医療機能を担う診療所医師を確保

するため、外来医師多数区域で新規開業を希望する者に対する在宅医療に係

る研修への参加を促進します。 

（ｋ）ICTを活用した在宅医療・介護情報連携システム｢京あんしんネット｣の一層

の導入･定着促進等により医療・介護の連携体制を強化します。 

 （ｌ）京都府歯科医師会が運営する口腔サポートセンターを在宅歯科医療連携拠

点として活用し、円滑に在宅歯科医療が受けられるよう多職種連携を推進し

ます。 

 

ｄ 患者が望む場所で療養ができる環境づくり（急変時の対応） 

（ａ）往診を実施する医療機関や在宅療養患者を円滑に受け入れる体制を整備し     

   ます。 

（ｂ）在宅医療を専門に行う医療機関とかかりつけ医等、複数の医師又は多職種

で在宅医療を進められるようオール京都体制でチーム医療を推進します。 

 

ｅ 患者が望む場所で看取りができる環境づくり（看取り） 

（ａ）看取りを実施する医療機関や専門人材の養成等に係る研修等を支援します。 

（ｂ）一人ひとりが｢命｣について考え、死に向き合える看取りの文化を醸成する

ため、必要な情報提供、府民への普及啓発を推進します。 

（ｃ）在宅で最期まで暮らし続けたいというニーズに応えられるよう、在宅での

看取りを支える医療、看護、介護等多職種連携体制の充実、専門人材の養成

等に係る研修等を支援します。 

（ｄ）施設における看取りの体制を整備するため、施設の介護職員に対する看取

りの専門的知識や手法の習得に係る研修等を支援します。 

 

エ 医薬品 

（ア）後発医薬品・バイオ後続品 
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   「京都府保健医療計画（令和６年３月策定）」と整合を図り、次の取組を推進し

ます。 

ａ 患者や府民に向けた後発医薬品等の正しい情報の普及啓発 

（ａ）京都府薬剤師会や薬局から、府民向けに後発医薬品等の正しい情報を普及

啓発します。 

（ｂ）保険者による差額通知事業等により、後発医薬品への切り替えの経済的な

メリットを啓発します。 

 

ｂ 後発医薬品・バイオ後続品に関する関係者理解の促進 

（ａ）京都府医師会、京都府薬剤師会等の医療関係団体、京都府国民健康保険団

体連合会等の保険関係団体等と連携しながら正しい理解の下での、後発医薬

品及びバイオ後続品の適正な普及を進めます。 

（ｂ）京都府薬剤師会と連携した後発医薬品の普及啓発を行います。 

 

ｃ 有効性、安全性及び費用対効果を考慮したフォーミュラリの活用 

（ａ）京都府におけるフォーミュラリの普及状況、効果、課題等を把握、分析 

します。 

（ｂ）病院を中心としたフォーミュラリの普及及び地域の薬局との共有を進め 

ます。 

 

ｄ 後発医薬品の安全性確保 

（ａ）京都府内の後発医薬品メーカーの継続的な立入検査等を実施します。  

 

（イ）医薬品等の安全確保 

   「京都府保健医療計画（令和６年３月策定）」と整合を図り、次の取組を推進し

ます。 

ａ 医薬品の安全性に係る情報提供と適正使用の推進 

 （ａ）薬局等における医薬品の安全性に係る情報提供体制を強化します。 

 （ｂ）医薬品の適正使用や副作用報告制度の活用等の安全対策に関する啓発を実

施します。 

 

（ウ）安心して医薬品等を使用できる環境の充実 

   「京都府保健医療計画（令和６年３月策定）」と整合を図り、次の取組を推進し

ます。 

ａ 薬剤師の資質向上 

（ａ）研修等により在宅医療に対応できる薬剤師を養成します。 

（ｂ）研修等により薬局薬剤師の健康サポート能力の向上を図ります。 

 

ｂ 薬剤師と多職種の連携強化 
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（ａ）入院と外来、在宅医療の間での適切な情報共有（薬薬連携、病病連携等）、

ポリファーマシー（多剤投与）への対応等を目的とした薬剤師の情報連携

能力・体制の強化を図ります。 

 

ｃ 薬局の機能強化 

（ａ）認定薬局（地域連携薬局、専門医療機関連携薬局（がん））の認定を推進す

るとともに、府民への普及を図ります。 

（ｂ）健康サポート薬局の届出を推進するとともに、府民への普及を図ります。 
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３ 第 10次京都府高齢者健康福祉計画の推進 

   生産年齢人口が減少する中、高齢者人口がピークを迎える 2040年を見据え、地域の実

情に応じた介護保険サービスの基盤整備や介護予防・生活支援の充実、ニーズに応じた

高齢者住まいの整備、医療と介護の連携強化など地域包括ケアの取組を推進し、高齢者

の自立を支援する地域づくりを進めます。 

 

 重点課題 

 

１ 認知症、看取り、リハビリ等の地域包括ケアの一層の推進 

   京都地域包括ケア推進機構によるオール京都体制で、「認知症施策」、「総合リハビ

リテーションの推進」、「看取り対策」の一層の推進を図ります。 

 

 

２ 高齢者の在宅療養を支える居宅サービス・地域密着型サービス等の充実と医療・

介護の連携促進 

   在宅療養を支える居宅サービス、地域密着型サービス等の充実を図るとともに、

これらのサービスが医療サービス等と一体的に提供されるよう、医療と介護の連携

を促進します。 

 

 

３ 介護予防・生活支援等の充実と高齢になっても生きがいを持って活躍できる地域

づくり 

    ニーズに応じた介護予防・健康づくりの充実と、生活支援や介護予防への多様な

担い手の参加促進により、高齢者がいきいきと暮らせる地域づくりを推進します。 

 

 

４ 介護・福祉人材の確保・育成・定着 

    増大する高齢者の介護・福祉ニーズに対応した、介護・福祉人材等の確保・育

成・定着を推進します。 

 

 

５ 高齢者が安心して暮らせる多様な住まい（施設・住宅）の整備 

   高齢者のニーズに対応した、安心して暮らせる多様な住まい（施設・住宅）の充

実を図ります。 
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(参考)第 10次京都府高齢者健康福祉計画での介護保険サービスの提供見込量 

 

（居宅サービス） 

 R6 R7 R8 

訪問介護（回／月） 640,158 668,550 692,431 

訪問入浴介護（回／月） 8,731 8,935 9,093 

訪問看護（回／月） 152,883 162,998 167,502 

訪問リハビリテーション（回／月） 62,251 65,275 67,010 

居宅療養管理指導（人／月） 23,592 25,262 26,043 

通所介護（回／月） 247,665 253,797 257,727 

通所リハビリテーション（回／月） 70,811 73,511 75,751 

短期入所生活介護（日／月） 55,651 56,492 57,439 

短期入所療養介護（日／月） 9,382 9,493 9,683 

特定施設入居者生活介護（人／月） 4,266 4,313 4,374 

福祉用具貸与（人／月） 53,369 55,486 56,998 

特定福祉用具購入費（人／月） 885 900 921 

住宅改修（人／月） 699 725 738 

居宅介護支援（人／月） 70,237 72,385 73,933 

 

（地域密着型サービス） 

 R6 R7 R8 

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 

（人／月） 
1,628 1,695 1,743 

夜間対応型訪問介護（人／月） 1,257 1,329 1,354 

認知症対応型通所介護（回／月） 15,793 16,030 16,326 

認知症対応型共同生活介護（人／月） 3,757 3,896 3,985 

地域密着型特定施設入居者生活介護 

（人／月） 
513 530 547 

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活

介護（人／月） 
1,419 1,448 1,448 

小規模多機能型居宅介護（人／月） 3,287 3,362 3,369 

看護小規模多機能型居宅介護（人／月） 323 364 438 

地域密着型通所介護（回／月） 59,743 62,087 63,252 
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（施設サービス） 

 R6 R7 R8 

介護老人福祉施設（人／月） 12,276 12,335 12,495 

介護老人保健施設（人／月） 7,043 7,084 7,151 

介護医療院（人／月） 2,446 2,473 2,554 

 

（介護予防サービス） 

 R6 R7 R8 

介護予防訪問入浴介護（回／月） 18 24 24 

介護予防訪問看護（回／月） 16,234 16,443 16,622 

介護予防訪問リハビリテーション 

（回／月） 
7,131 7,231 7,315 

介護予防居宅療養管理指導（人／月） 1,261 1,298 1,323 

介護予防通所リハビリテーション 

（人／月） 
3,509 3,568 3,618 

介護予防短期入所生活介護（日／月） 483 491 491 

介護予防短期入所療養介護（日／月） 102 108 108 

介護予防特定施設入居者生活介護 

（人／月） 
256 259 262 

介護予防福祉用具貸与（人／月） 16,924 17,108 17,286 

特定介護予防福祉用具購入費（人／月） 354 361 380 

介護予防住宅改修（人／月） 482 492 497 

介護予防支援（人／月） 20,656 20,945 21,226 

 

（地域密着型サービス（介護予防）） 

 R6 R7 R8 

介護予防認知症対応型通所介護 

（回／月） 
85 92 100 

介護予防小規模多機能型居宅介護 

（人／月） 
259 254 248 

介護予防認知症対応型共同生活介護 

（人／月） 
4 4 4 
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４ 府民・関係機関との連携・協力 

府民の健康の保持及び安全で良質かつ効率的な医療の提供は、府民の生活の質の向上

だけでなく、社会全体の生産性の向上、ひいては、持続的で安定した医療保険制度の維

持にもつながります。これらの実現のためには、医療機関等医療関係者のみならず、保

険者や介護関係者、企業や地域で活動する組織など、様々な関係機関との連携・協力が

不可欠です。併せて、府民が健康を保持し安全で良質かつ効率的な医療を受けるために

は、府民一人ひとりが主体的に健康づくりや疾病予防・介護予防への取組に関わるとと

もに、医療を適切に受けるよう努めることも重要です。 

京都府は、これらの様々な主体と連携・協力して本見通し等に基づく取組を推進しま

す。 

 

 

 

５ 保険者協議会等 

   本府では、府内の保険者で構成される京都府医療保険者協議会に参画し、保険者が共

同して行う様々な取組に対する支援を推進してきたところです。引き続き、京都府医療

保険者協議会等を通じて保険者間の一層の連携を図りながら、協力して施策の推進に当

たります。また、医療保険者協議会の業務として医療費適正化計画策定への関与に加え、

実績評価に関する調査・分析を行うことが高齢者の医療の確保に関する法律により新た

に規定されたところです。本府では保険者協議会と十分に協議しながら、本見通しの調

査・分析等を行っていきます。 

 

また、国民健康保険が都道府県単位化されたことにより都道府県は財政運営の中心的

な役割を担い、市町村は資格管理、保険給付、保険料率の決定、賦課・徴収や保健事業な

どの地域住民の生活に身近な行政サービスを行う機関として各種事業を担っています。 

とりわけ特定健康診査や特定保健指導、健康教育、健康相談等の保健事業は、府民の

健康づくりや疾病予防のためにも重要です。本府では、市町村国民健康保険者によるこ

れらの保健事業の取組の推進に加えて、不正請求への対応や療養費の支給の適正化、第

三者の不法行為に係る損害賠償請求（第三者行為求償）、過誤調整等についても適正な保

険給付がなされるよう市町村と連携して取り組みます。 

 

   さらに、後期高齢者医療広域連合においても、市町村や関係団体等との連携の下、健

康診査や健康相談、保健指導に加え、保健事業と介護予防の一体的実施等の保健事業の

取組が進められているところです。後期高齢者医療広域連合が行う保健事業についても

関係者と連携して支援を行ってまいります。 
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Ⅳ 医療費の見通し 

    

１ 医療費見通し 

「Ⅲ 目標及び目標達成に向けた施策等」に掲げた目標及び施策等を推進することに

より、生涯を通じた府民の健康の維持・増進や、安心して良質かつ効率的な医療を受け

ることができる医療提供体制構築が図られ、それらの結果として、医療費にも影響が生

じると考えられます。 

国の「都道府県医療費の将来推計ツール」（以下「将来推計ツール」という。）を用いて

推計した場合、高齢化の影響や医療の高度化等による伸びを見込んだ本府の令和 11年度

の自然体の医療費の見通しは、約 1 兆 1,968 億円となり、令和元年度の医療費実績推計

（約 9,513億円）と比べて約 2,455億円、約 25.8％増加することとなります。 

 

国の将来推計ツールは、Ⅲの目標及び目標達成に向けた施策等のうち、本府で取り組

む特定健診・特定保健指導の実施率向上や後発医薬品の普及推進の取組等（以下「健康

保持増進等施策」という。）の効果を反映した医療費等を推計（巻末参照）できるため、

本見通しでは将来推計ツールで算出される推計値を取組効果額として示すこととします。 

その結果、健康保持増進等施策に取り組んだ場合の本府の令和 11年度の医療費の見通

しは約 1兆 1,839億円となり、その効果は約 129億円と見込まれます。 

 

 

【図表４－１ 医療費見通し（京都府、推計値）】 

単位：億円 

区分 

基準年 計画期間 

R1 R6 R7 R8 R9 R10 R11 

取

組

前 

入 院 3,925 4,415 4,542 4,656 4,774 4,893 5,016 

入院外 4,958 5,482 5,618 5,735 5,855 5,977 6,102 

歯 科 630 728 752 775 799 824 849 

合 計 9,514 10,625 10,912 11,167 11,428 11,695 11,968 

取組後 － 10,509 10,793 11,046 11,304 11,569 11,839 

効 果 － -115.7 -118.5 -121.0 -123.5 -126.1 -128.7 

  注：数値は、国の将来推計ツールにより推計 
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 【図表４－２ 健康保持増進等施策の医療費への影響（京都府、推計値）】 

単位：億円 

 

計画期間 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 

特定健診・特定保健

指導の実施率向上 
-2.3 -2.4 -2.4 -2.5 -2.5 -2.6 

後発医薬品・バイオ

後続品の普及 
-67.4 -69.1 -70.4 -71.9 -73.4 -74.9 

糖尿病重症化予防 

の取組 
-20.2 -20.7 -21.2 -21.6 -22.1 -22.5 

服薬情報の一元的管理 

（重複投与・多剤投与） 
-18.1 -18.6 -19.0 -19.4 -19.8 -20.2 

抗菌薬の適正使用 -3.7 -3.8 -3.9 -4.0 -4.1 -4.1 

白内障日帰り手術 

及び外来化学療法

の普及 

-3.9 -4.0 -4.1 -4.2 -4.3 -4.3 

計 -115.7 -118.5 -121.0 -123.5 -126.1 -128.7 

注：国の将来推計ツールでは、上記取組による入院外医療費への影響額を算出できるものとなっ

ており、国の医療費適正化基本方針等で示された条件（巻末参照）で効果額を算出している。 
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国の将来推計ツールは、医療保険制度区分別及び健康保持増進等施策取組別の医療費

を推計することができるものとなっています。これにより推計すると、令和 11年度の

後期高齢者医療制度の医療費の見通しは、健康保持増進等施策の取組前の 5,309億円か

ら取組後には 5,252 億円となり、約 57億円の効果が見込まれます。市町村国民健康保

険の医療費の見通しは健康保持増進等施策の取組前の 2,104億円から取組後には 2,081

億円となり、約 22 億円の効果が見込まれます。 

 

 

 

【図表４－３ 制度区分別医療費の見通し（京都府、推計値）】 

令和 11年度 

後期高齢者医療制度 市町村国民健康保険 

推計医療費 
 

推計医療費 
 

取組後 取組後 

5,309億円 5,252億円 2,104億円 2,081億円 

 注：数値は、将来推計ツールにより推計 
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２ 後期高齢者医療制度及び市町村国民健康保険の１人当たり保険料 

国の将来推計ツールは、医療費や加入者数の伸び等を基に市町村国民健康保険及び後

期高齢者医療制度の健康保持増進等施策取組前後の１人当たり保険料を算出することが

できるものとなっています。 

国の将来推計ツールにより試算すると、後期高齢者医療制度では令和11年度の１人当

たり保険料は、健康保持増進等施策の取組前で121,620円（年額）、取組後で120,324円（年

額）となります。市町村国民健康保険では、令和11年度の１人当たり保険料は、健康保

持増進等施策の取組前で87,612円（年額）、取組後で86,664円（年額）となります。 

 

なお、この１人当たり保険料は推計医療費の伸び率等から単純に算出したもので、さ

らに市町村国民健康保険分については、医療費給付分のみで市町村国民健康保険の後期

高齢者支援金分や介護納付金分の保険料が含まれていません。 

また、令和５年度の１人当たり保険料は後期高齢者医療制度で86,421円（年額）、市町

村国民健康保険で77,791円（年額）となっています。 

   

 

【図表４－４ １人当たり保険料（京都府、推計値）】  

令和 11年度（年額） 

後期高齢者医療制度 市町村国民健康保険 

取組前 取組後 取組前 取組後 

121,620円 120,324円 87,612円 86,664円 

注１：数値は、国の将来推計ツールにより推計 

注２：市町村国民健康保険の保険料は医療給付費分のみで、後期高齢者支援金分と介護納付金分

は含まれていない。 

注３：後期高齢者医療制度は、令和４年度及び令和５年度の１人当たり平均保険料額、市町村国

民健康保険は令和５年度の１人当たり保険料額（医療給付費分）を基に算出している。 
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Ⅴ 公表等について 

 

１ 進捗状況の公表 

本見通しに掲げた目標の達成に向けた進捗状況を把握し、毎年度（計画最終年度及び

実績評価を行った年度を除く。）公表することとします。 

 

２ 進捗状況に関する調査及び分析 

本見通しの最終年度（令和 11年度）に進捗状況に関する調査及び分析を行い、その結

果を公表することとします。 

 

３ 実績の評価 

本見通しの最終年度の翌年度（令和 12年度）に京都府医療保険者協議会等の関係者の

意見を聴いた上で実績評価を行い、その結果を公表することとします。 
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用語解説 

 

 

＜国民医療費＞ 

「国民医療費」は、当該年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治

療に要した費用を推計したものです。この費用には、医科診療や歯科診療にかかる診療費、

薬局調剤医療費、入院時食事・生活医療費、訪問看護医療費等が含まれています。 

保険診療の対象とならない評価療養（先進医療（高度医療を含む）等）、選定療養（特別の

病室への入院、歯科の金属材料等）、不妊治療における生殖補助医療等に要した費用は含まれ

ていません。また、傷病の治療費に限っているため、(1)正常な妊娠・分娩に要する費用、(2)

健康の維持・増進を目的とした健康診断、予防接種等に要する費用、(3)固定した身体障害の

ために必要とする義眼や義肢等の費用も含まれていません。 

 

 

＜市町村国民健康保険＞ 

国民健康保険制度は、他の医療保険制度（被用者保険、後期高齢者医療制度）に加入され

ていない全ての住民の方を対象とした医療保険制度です。都道府県及び市町村（特別区を含

む）が保険者となる市町村国保と、業種ごとに組織される国民健康保険組合から構成されて

います。 

 

 

＜後期高齢者医療制度＞ 

平成 20年４月から老人保健制度が後期高齢者医療制度となっています。後期高齢者医療制

度は、75歳以上の方と一定の障害があると認定された 65歳以上の方を対象とする制度です。

本府では、府内のすべての市町村が加入する京都府後期高齢者医療広域連合が後期高齢者医

療制度の運営を行っています。 

 

 

＜1人当たり医療費＞ 

 医療費を人口（又は被保険者数）で割ることにより算出される数値です。 

 

 

＜健康寿命＞ 

国の定める健康寿命の定義は、「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる

期間」とされ、「日常生活に制限のない期間の平均」は、国民生活基礎調査（「あなたは現在、

健康上の問題で日常生活に何か影響がありますか」という項目）と生命表を基礎情報とし、

サリバン法（広く用いられている健康寿命の計算法）を用いて算出されています。 

 

 

＜平均自立期間＞ 

40歳以上の要介護２以上認定者を不健康とみなし、日常生活動作が自立している期間の平

均を算出した数値です。 
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＜生活習慣病＞ 

生活習慣病は、「食習慣、運動習慣、休養、喫煙、飲酒等の生活習慣が、その発症・進行に

関与する疾患群」のことを指しており、例えば以下のような疾患が含まれるとされています。 

   

食習慣 

２型糖尿病、肥満、脂質異常症（家族性のものを除く）、高尿酸血症、

循環器病（先天性のものを除く）、大腸がん（家族性のものを除く）、

歯周病等 

運動習慣 ２型糖尿病、肥満、脂質異常症（家族性のものを除く）、高血圧症等 

喫煙 
肺扁平上皮がん、循環器病（先天性のものを除く）、慢性気管支炎、

肺気腫、歯周病等 

飲酒 アルコール性肝疾患等 

 

 

＜特定健康診査＞ 

生活習慣病の予防のために、40歳～74歳の方を対象に医療保険者によるメタボリックシン

ドロームに着目した健診が行われています。 

主な検査項目は、身体検査、身体診察、血圧測定、血液検査、尿検査などです。 

特定健康診査実施率は、特定健診の受診者数／特定健診対象者数により計算されます。 

 

 

＜特定保健指導＞ 

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善による効果が多く

期待できると判定された人に対して行われる健康支援です。対象者は、健診結果に応じて「積

極的支援」、「動機づけ支援」、「情報提供」の３つに区分されます。一人ひとりの身体状況や

生活環境などに合わせて、医師・保健師・管理栄養士などの専門家が、生活習慣を見直すた

めのサポートを行います。 

特定保健指導実施率は、特定保健指導終了者数／特定保健指導対象者数により計算されま

す。 

 

 

＜メタボリックシンドローム該当者及びその予備群＞ 

ウエスト周囲径（おへその高さの腹囲）が男性 85cm・女性 90cm以上で、かつ血圧・血糖・

脂質の３つのうち２つ以上が基準値から外れると、「メタボリックシンドローム」と診断され

ます。また、腹囲基準の該当かつ血圧・血糖・脂質の 3 つのうち１つ以上が基準値から外れ

ると「メタボリックシンドローム予備群」と診断されます。 

 

 

＜通いの場＞ 

 地域の住民同士が気軽に集い、一緒に活動内容を企画し、ふれあいを通して「生きがいづ

くり」「仲間づくり」の輪を広げる場所です。地域の介護予防の拠点となる場所でもあり、地

域のボランティア、趣味活動の場、学びの場、体操などの活動が実施されています。 

通いの場の参加率は通いの場への参加実人数／65歳以上人口により計算されます。 
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＜後発医薬品＞ 

先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に販売される、先発医薬品と同じ有効成分、同じ効

能・効果をもつ医薬品のことです。開発費用が抑えられることから先発医薬品より低価格で、

効き目や安全性は先発医薬品と同等です。新しい技術により、味や飲み易さ、使用感が改良

されたものもあります。ジェネリック医薬品とも呼ばれます。 

 

 

＜バイオ医薬品＞ 

細胞や微生物などの生物の力（バイオテクノロジー）を利用してつくられる、タンパク質

を有効成分とする医薬品です。糖尿病の治療に使われるインスリンや、がん、リウマチ等の

治療に使われる抗体医薬品などがあり、今までは治療が難しかった病気にも効果が期待され

ています。 

 

 

＜バイオ後続品＞ 

先行バイオ医薬品の特許が切れた後に販売される、先行バイオ医薬品と同等の効果をもつ

医薬品のことです。複雑なタンパク質を有効成分とするため、先行バイオ医薬品と全く同じ

ものをつくることは困難であり、構造にわずかな違いがあります。そのため臨床試験などに

より、有効性、安全性が確認されています。開発費用が抑えられることから先行バイオ医薬

品より低価格で、バイオシミラーとも呼ばれます。（シミラー（similar）＝似ている） 

 なお、先行バイオ医薬品と全く同じ構造を持つバイオ医薬品をバイオセイムと呼び、バイ

オ後続品とは区別されています。（セイム（same）＝同じ） 

 

 

＜重複投与＞ 

複数の医療機関を受診することなどの理由で同じ効能や同じ成分の薬が重複して投与され

ることです。 

 

 

＜多剤投与＞ 

 一人の患者に多数の種類の医薬品が処方されている状態のことをいいます。高齢になると

複数科の受診などにより処方される医薬品の数が増え、副作用が起こりやすくなるので注意

が必要です。このような医薬品が多いことによる副作用や、きちんとくすりが飲めないなど

の好ましくない状態を「ポリファーマシー」といいます。「高齢者の医薬品適正使用の指針」

では６種類以上の服用で高齢者での有害事象の発生が増加すると言われています。なお、患

者が自己判断で医薬品を減らすことは危険であり、医薬品について疑問があれば、医師、薬

剤師に相談することが重要です。 

 

 

＜化学療法＞ 

抗がん薬を用いてがんを治療することを意味します。化学療法以外のがん治療には、手術

療法や放射線療法、免疫療法などがあります。 
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＜SCR（ Standardized Claim data Ratio ）＞ 

全国の性・年齢階級別レセプト出現率を対象地域の性・年齢階級別人口に当てはめた場合

に期待されるレセプト件数を 100とし、それと実際のレセプト件数を比較したものです。 性・

年齢構成の異なる地域間の比較に用いられ、SCR が 100 以上の場合、該当するレセプト件数

が全国平均よりも多いことになります。 

 

 

＜地域包括ケアシステム＞ 

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律では、「地域の実情に応じて、

高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むこ

とができるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防

又は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自立し

た日常生活の支援が包括的に確保される体制」とされています。 

京都府では、京都式地域包括ケアシステムとして、高齢者が住み慣れた地域（日常生活圏）

で、365日安心して暮らしていけるよう、医療・介護・福祉のサービスを一体的に提供できる

社会を目指しています。 

 

 

＜京都府地域包括ケア構想＞ 

限られた医療・介護資源を有効に活用し、必要とされる方それぞれの状態にふさわしい適

切な医療・介護を効果的・効率的に提供する体制を構築するために。2025 年におけるその地

域にふさわしいバランスの取れた医療・介護体制構築に向けた指標を策定したものです。 

 

 

＜在宅医療＞ 

 通院が困難な方が自宅や高齢者住宅等で受けられる医療のことです。在宅医療には医師に

よる訪問診療や薬剤師による訪問薬剤管理、看護師による訪問看護、理学療法士等による訪

問リハビリテーション、管理栄養士による訪問栄養食事指導などがあり、各医療専門職が連

携して様々なサービスを提供しています。 

 

 

＜医療保険者協議会＞ 

各医療保険者と後期高齢者広域連合により都道府県ごとに設置されているもので、 

（１）特定健診・保健指導の実施等に関する保険者等関係者間の連絡調整 

（２）保険者に対する必要な助言又は援助 

（３）医療費などに関する情報の調査及び分析 

（４）都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析 

などの業務を行っています。 
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医療費及び取組効果の推計方法について 

 

◯ 医療費の推計方法について 

  国の医療費適正化基本方針に基づき、「都道府県医療費の将来推計ツール」を用いて入院、

入院外、歯科別に推計年度までの医療費及び１人当たり保険料を算出しています。 

入院医療費 
・病床区分・性・年齢階級別医療費に伸び率及び患者見込み数

を乗じて算出します。 

入院外医療費 
・人口一人当たり医療費に伸び率及び推計人口を乗じて算出

します。 
歯科医療費 

１人当たり保険料 

・令和５年度の１人当たり保険料に保険料伸び率を乗じ、出

産一時支援金分の金額（制度改正影響）を加味して算出しま

す。 

 

  ※ 入院外医療費には外来医療費に加えて、調剤医療費、訪問看護療養費、療養費等が

含まれています。 

 

   

◯ 取組の効果について 

  都道府県医療費の将来推計ツールは以下の設定となっています。 

特定健康診査・特定保健指導の 

実施率向上 

・特定健診受診率が70%、特定保健指導の実施率が45%と

なった場合の効果額 

後発医薬品・バイオ後続品の 

普及 

・後発医薬品については、入院外・調剤の後発医薬品数

量シェアが80%になった場合の効果額 

・バイオ後続品については、16品目中11品目が80%とな

った場合の効果額 

糖尿病重症化予防の取組 ・糖尿病に係る人口あたり医療費が7.0%減少した場合の

効果額 

服薬情報の一元的管理 

（重複投薬・多剤投与） 

・重複投薬の効果額は3医療機関以上から重複投薬を受

けた調剤費の2医療機関を超える薬剤費分の半分 

・多剤投与の効果額は9剤以上投与されている65歳以上

の患者の薬剤数が1減った場合の効果額の半分 

抗菌薬の適正使用 ・急性気道感染症及び急性下痢症に処方された抗菌薬の

薬剤費の半分 

白内障日帰り手術及び 

外来化学療法の普及 

・白内障手術については入院割合が全国平均を上回る割

合が半分となった場合の効果額 

・外来化学療法については、7.7%外来実施数が増加した

場合の効果額 

 


